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第１ 基本事項 

１. 目的 

本要求水準書（以下「本書」という。）は、坂出市（以下「本市」という。）が坂出市再編新

校（前期）整備事業（以下「本事業」という。）の実施に当たり、要求する業務の水準を示すこ

とを目的とする。 

 

２．要求水準書の位置付け 

本書は、本事業の実施に当たり、（仮称）坂出市再編新校（以下「本施設」という。）の整備

を行う上で、坂出市再編新校（前期）建設基本計画（以下「基本計画」という。）に基づいて本

市が要求する「施設機能・性能及び業務の最低水準」を示すとともに、本市が求める提案の方向

性を示すものである。よって、本事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）は、本書に

具体的な特記仕様が規定されている内容についてはこれを遵守するとともに、積極的に創意工夫

を発揮した提案を行うものとする。 

 
３. 整備対象建物の概要 

(1) 整備対象施設の構成 

本施設は、校舎、屋内運動場、仲よし教室（放課後児童クラブを示す。以降、仲よし教

室）、屋外運動場、駐車場及び外構等で構成することを想定する。 

 

(2) 敷地条件 

建設予定施設 

（仮称）坂出市再編新校 
① 所在地   香川県坂出市室町一丁目１番21号（坂出市立東部小学校） 

            香川県坂出市室町一丁目１番32号（坂出市立坂出中央幼稚園） 

② 敷地面積  約 20,269 ㎡（東部小学校：17,149 ㎡、坂出中央幼稚園：3,120 ㎡） 

            ※上記は、公立学校施設台帳の面積。 

③ 都市計画区域  都市計画区域 

④ 区域区分  非線引き都市計画区域 

⑤ 用途地域  第一種住居地域／商業地域（敷地北西） 

建ぺい率：第一種住居地域 60％／商業地域（敷地北西） 80％ 

容積率  ：第一種住居地域200％／商業地域（敷地北西）400％ 

⑥ 立地適正化計画 都市機能誘導区域外 

⑦ 高さ制限  道路斜線制限、隣地斜線制限 

⑧ 日影規制  対象建築物10ｍ超え、５時間－３時間、測定高さ：4.0ｍ 

⑨ 道路状況（現況） 北 側 ： 市道京町江尻線 幅員 約8.8ｍ～9.2ｍ 

   南 側 ： 市道東部小学校南線 幅員 約7.0ｍ～9.8ｍ 

⑩ 周辺状況  北 側 ：  宅地 

東 側 ： 宅地 

西 側 ： 宅地 

南 側 ： 道路 

⑪ その他   上 水 道  ： 供給地域（学校規模に合わせた給水計画とすること。） 

（「別紙資料1 上水道・下水道参考図」を参照すること。） 

下 水 道 ： 公共下水道処理区域（本施設は、公共下水道へ接続する

こと。） 
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（「別紙資料1 上水道・下水道参考図」を参照すること。） 

電  気 ：  高圧 

（「別紙資料2 インフラ参考図（電気）」を参照すること。） 

ガ  ス ：プロパンガス※都市ガス供給地域（引込管なし） 

（「別紙資料3 インフラ参考図（都市ガス）」を参照すること。） 

４. 業務の概要 

事業者は、本書に従い以下に示す業務「以下「本業務」という。」を行う。 

(1) 調査業務 

本施設関連の設計業務及び施工業務に必要な調査を行う。なお、調査内容等は本市と協議す

ること。 

① 測量調査業務 

② 地質調査業務（載荷試験を含む。なお、一部調査実施済。「別紙資料4 建設用地地質調査結果

報告書」を参照すること。） 

③ 周辺家屋影響調査業務（近隣対応・対策業務） 

④ 電波障害調査業務（対策業務が必要な場合は、別途発注する。） 

⑤ アスベスト含有事前調査業務 
 

(2) 設計業務 

① 本施設関連の建設等に係る設計業務（基本設計、実施設計、基本計画整理を含む。） 

詳細は、次項「(5)対象業務表」及び「５.事業スケジュール（案）」参照のこと。 

② 本施設整備に伴う各種申請、届出及び協議等の業務（建築確認申請等） 

③ 設計意図伝達業務 

④ その他これらを実施するうえで必要な本市各所管課及び関係行政機関との調整及び関連業務 
 

(3) 施工業務 

① 本施設関連の施工業務（新築、解体撤去、外構等を含む。） 

詳細は、次項「(5)対象業務表」及び「５.事業スケジュール（案）」を参照のこと。 

② 一部什器等の調達設置業務（「別紙資料8 各室ICT・備品項目シート」参照） 

③ 本施設整備に伴う各種申請、届出及び協議等の業務 

④ その他これらを実施するうえで必要な本市各所管課及び関係行政機関との調整及び関連業務 
 

(4) 工事監理業務 

上記「(3)施工業務 ①」にて行う施工業務（新築、解体撤去、外構等を含む）における工事

監理業務。詳細は、次項「(5)対象業務表」及び「５.事業スケジュール（案）」を参照のこ

と。 

 

(5) 対象業務表 

本事業の対象業務は次表の「〇」が記されている業務であり、「－」が記されている業務

は、別途発注予定である。 
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施設 区分 建築年 
構造 

規模 

面積 

（㎡） 

設計 

業務 

施工 

業務 

監理 

業務 

校舎※１ 新築  指定なし 10,418 ○ ○ ○ 

屋内運動場 新築  指定なし 1,553 ○ ○ ○ 

仲よし教室※２ 新築  指定なし 290 ○ - ○ 

屋外運動場 新設  一式 ○ ○ ○ 

遊具 新設  一式 ○ ○ ○ 

屋外トイレ 新設  指定なし ○ ○ ○ 

校務員作業室 新設  指定なし ○ ○ ○ 

教職員・来校者等駐車場 新設  一式 ○ ○ ○ 

敷地周辺外構 新設  一式 ○ ○ ○ 

フェンス設置 改築  一式 ○ ○ ○ 

既存校舎 撤去 S41 RC 4,321 ○ ○ ○ 

既存屋内運動場 撤去 S54 S 923 ○ ○ ○ 

既存屋外トイレ 撤去 H6 RC 44 ○ ○ ○ 

既存プール（付属室含

む。） 

撤去 
H8 RC 863 ○ ○ ○ 

既存倉庫 撤去   19 ○ ○ ○ 

既存幼稚園※３ 撤去   1,103 ○ ○ ○ 

外構※4 撤去  一式 ○ ○ ○ 

什器等の環境整備支援業

務 
  一式 ○ - - 

什器等の調達設置業務    - - - 

既存什器引越業務 移設   - - - 

※１  一部什器等の調達設置業務。（「別紙資料8 各室ICT・備品項目シート」参照） 

※２ 仲よし教室の施工業務は、交付金事務の関係上、交付金の内示後に別途契約す
る。ただし、仲よし教室の施工業務は、本事業に係る提案価格に見込むこと。 

※３ 既存幼稚園は、令和9年4月以降解体可能。（予定） 

※４ 渡り廊下、付属物、工作物等を含む。 

凡例 「撤去」は解体撤去を示す。 

 

(6) 開校準備支援業務 

開校に必要なパンフレット原稿作成、学校説明用・広報用資料原稿作成などの準備支援を行

うこと。また、開校に際して地元説明会や教職員用の説明会を実施予定であり、説明会用資

料や工事の進捗状況が分かる資料などの準備支援を行うこと。 

 

(7) 国庫補助金関係に係る支援業務 

事業者は、市の要請に基づき、国庫補助金各種申請手続きや実績報告等の業務に係る図面の

作成など、必要書類の支援を行うこと。 
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(8) 会計検査に係る支援業務 
事業者は、市の要請に基づき、会計検査に係る支援を行うこと。 

 
５. 事業スケジュール（案） 

項 目 期 日 等 

契約締結 令和８年６月下旬（予定） 

事業工期 
契約の効力の発生の日から令和12年12月27日（金）（予

定）まで 

設計期間 
契約の効力の発生の日から令和９年12月28日（火）（予

定） 

本施設工事 令和10年１月４日（火）から令和11年12月28日（金） 

既存校舎等解体・外構整備 令和12年４月１日（月）から令和12年12月27日（金） 

事業スケジュールについては、「別紙資料12 事業スケジュール（案）」を参照すること。

事業者は、受注後速やかに実施スケジュールを提出し承諾を受けること。 

なお、本事業は国庫補助対象事業のため、対象となる施工業務（校舎、屋内運動場）は、発注者

の指示を受けてから着手すること。 

・本表以外の施設等は、実施スケジュール作成後、部分引渡し時期、部分使用時期の協議

を市と行うこと。 

・令和12年４月１日に必ず開校できるよう校舎等関連施設の整備を行い、必要な諸手続き

を完了し、令和11年12月28日までに市に本体施設工事部分の部分引渡し（既存校舎等解

体後の外構整備部分を除く）を行うこと。 

・上記の工期は市の想定であり、工期短縮の提案を期待する。ただし、工期中も既存校舎

は授業等で利用することから、解体については、新校舎の共用開始後とする。 

 
６. 工事保険等 

事業者は、自らの負担により施工業務期間中、次の保険に加入する。 

(1) 建設工事保険 

施工業務中に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。 

対 象：本業務に関する全ての建設資産 

補償額：本施設等の再調達価格 

その他：被保険者を事業者及び本市とする。 

(2) 第三者賠償責任保険 

本業務中に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償。 

対 象：本施設内における本業務期間中の法律上の損害賠償に対する補償。 

補償額：任意とする。 

その他：被保険者を事業者、建設企業（下請け業者を含む。）及び本市とし、交差責任担保 

特約を付ける。 

(3) その他保険 

事業者は自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入するものとする。 

 
７. 特許権等の使用 
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事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他法令に基づき保護され第三者の権

利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工法等を使用する時は、その権利を損な

ってはならない。また、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 
８. 打合せ及び議事録（工程会議） 

業務を適正かつ円滑に実施するため、打合せを行い、業務方針及び条件等の疑義を正すもの

とし、その内容については、その都度、事業者が書面に記録し、相互に確認すること。頻度に

ついては本市、事業者及び関係者で協議するものとする。 

 

 

第２ 設計・施工条件 

１. 関係法令・条例等及び適用基準の遵守 
本業務の実施に当たっては、関連する関係法令、条例、規則及び要綱などを遵守するととも

に、各学会及び省庁による各種基準、指針等についても本書と照らし合わせて適宜参考にする

とともに、常に最新のものを採用すること。 

なお、本施設の整備に関して特に留意すべき関係法令、条例、規則、要綱等は次のとおりで

ある。 

 

【法令・条例等】 

(1) 建築基準法 

(2) 都市計画法 

(3) 道路法 

(4) 消防法 

(5) 著作権法 

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

(7) 学校教育法 

(8) 学校保健安全法 

(9) 学校図書館法 

(10) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律 

(11) 児童福祉法 

(12) 水道法 

(13) 水質汚濁防止法 

(14) 土壌汚染対策法 

(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(16) 大気汚染防止法 

(17) 悪臭防止法 

(18) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

(19) 地球温暖化対策の推進に関する法律 

(20) エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

(21) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

(22) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 
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(23) 電気事業法 

(24) 騒音規制法 

(25) 振動規制法 

(26) 学校給食法 

(27) 食品衛生法 

(28) 食育基本法 

(29) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 

(30) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

(31) 警備業法 

(32) 建設業法 

(33) 建築士法 

(34) 労働基準法 

(35) 労働安全衛生法 

(36) 労働安全衛生規則 

(37) 個人情報の保護に関する法律 

(38) 石綿障害予防規則 

(39) 条例等  

① 香川県福祉のまちづくり条例 

② 香川県生活環境の保全に関する条例 

③  建築基準法施行条例・施行細則 

④ 香川県暴力団排除推進条例 

⑤ 坂出市契約規則 

⑥ 坂出市立学校の管理運営に関する規則 

⑦ 坂出市廃棄物の処理および清掃に関する条例 

⑧ 坂出市文化財保護条例 

⑨ 香川県広域水道企業団水道事業給水条例 

⑩ 坂出市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例 

⑪ 坂出市情報公開条例 

⑫ 坂出市個人情報の保護に関する法律施行条例 

⑬ 坂出市環境基本条例 

(40) その他関連する法令、条例等 

 

 

【要綱・基準類】 

(1) 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

(2) 官庁施設の基本的性能基準 

(3) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

(4) 官庁施設の環境保全性基準 

(5) 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 
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(6) 建築設計基準、建築設計基準の資料 

(7) 建築構造設計基準、建築構造設計基準の資料 

(8) 構内舗装・排水設計基準、構内舗装・排水設計基準の資料 

(9) 建築工事標準詳細図 

(10) 建築設備計画基準 

(11) 建築設備設計基準 

(12) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編） 

(13) 雨水利用・排水再利用設備計画基準 

(14) 官庁施設におけるクールビズ/ウォームビズ空調システム導入ガイドライン 

(15) 木造計画・設計基準、木造計画・設計基準の資料 

(16) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 

(17) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 

(18) 公共建築木造工事標準仕様書 

(19) 建築物解体工事標準仕様書 

(20) 敷地調査共通仕様書 

(21) 公共建築工事積算基準 

(22) 公共建築工事標準単価積算基準 

(23) 公共建築数量積算基準 

(24) 公共建築設備数量積算基準 

(25) 公共建築工事共通費積算基準 

(26) 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

(27) 公共建築工事見積標準書式（建築工事編、設備工事編） 

(28) 公共建築工事積算基準等関連資料 

(29) 建築工事設計図書作成基準、建築工事設計図書作成基準の資料 

(30) 建築設備工事設計図書作成基準 

(31) 建築物等の利用に関する説明書作成の手引 

(32) 営繕工事電子納品要領、官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事

編】 

(33) 建築設計業務等電子納品要領、官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕

業務編】 

(34) 建築工事監理指針 

(35) 電気設備工事監理指針 

(36) 機械設備工事監理指針 

(37) 営繕工事写真撮影要領 

(38) 建築工事における建設副産物管理マニュアル 

(39) 建設副産物適正処理推進要綱 

(40) 建築工事安全施工技術指針 

(41) 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 

(42) 建築構造設計指針（平成 21 年版）（文部科学省大臣官房文教施設企画部） 
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(43) 小学校設置基準及び小学校施設整備指針 

(44) 学校図書館施設基準 

(45) 学校環境衛生基準 

(46) 学校図書館図書標準 

(47) その他の関連要綱及び各種基準 

※質疑応答・本書（その他公告資料一式）の順に高位とすることを原則とする。 

※以上の参考基準等の解釈や参考基準等間の解釈に関して疑義が生じた場合は、別途、 

本市と協議のうえ、適用について決定する。 

 

２. 基本条件 

(1) 供用開始期限 

令和12年４月１日に供用開始できるように施設整備を行うこと。 

 

(2) 補助金 
① 校舎等 

校舎等の補助金については、文部科学省の公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付

金の活用を予定しているため、「『公立学校施設整備事務ハンドブック』公立学校施設法令研究会編

著第一法規」を参照し、要件等について本市と協議を行うこと。補助対象金額については設計業務完

了後、それぞれ按分して算出すること。なお、活用予定メニューを以下に示す。 

 

〈負担金〉 
・小中学校等の統合校舎の新増築 

・小中学校等の統合屋内運動場の新増築 

〈交付金〉 
・屋外教育環境施設の整備 

・基本設計費に関する国庫補助 

・多目的スペース整備 

・エコスクールプラス 

・中学校等の柔道場、剣道場の整備 

・防災機能の強化 

 

② 仲よし教室 

仲よし教室の補助金については、こども家庭庁の子ども･子育て支援施設整備交付金（放課

後児童クラブ施設整備費）及び香川県子ども・子育て支援施設整備交付金の活用を予定してい

る。 

交付金事務の関係上、施工業務については交付金の内示後に別途契約することとなるため、

要件等については本市と協議を行うこと。 

 

(3) 想定児童数等（令和12年４月開校時の推計） 
① 本施設で対象とする想定児童・生徒数 

本施設での想定児童・生徒数は次表のとおりである。 

なお、学級数は想定児童・生徒数に基づき、小学生12学級、中学生６学級を想定している。 
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② 小学生の想定児童数 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 小計 特学 合計 

児童数 64 53 66 49 67 65 364 25 389 

学級数 2 2 2 2 2 2 12  12 

 
② 中学生の想定生徒数 

 １年生 ２年生 ３年生 小計 特学 合計 

生徒数 57 45 51 153 6 159 

学級数 2 2 2 6 - 6 

 
③ 想定教職員数 

職名 校長 教頭 
指導教諭・

教諭・講師

等 
養護教諭 事務職員 合計 

小学校 1 2 25 1 5 34 

中学校 1 1 26 1 7 36 

 

④ 必要競技場 

屋外・屋内運動場に整備する競技場は以下を想定している。 

競技名 コート数 設置場所 

200ｍトラック 1 

屋外運動場 野球（ソフトボール） 1 

サッカー 1 

ミニバスケットボール 2 

屋内運動場 

（メインアリーナ） 

バスケットボール 2 

バレー 2 

バドミントン 2 

卓球 2 

ミニバスケットボール 1 
サブアリーナ 

バドミントン 2 

 

３. 調査業務 

(1) 測量調査業務 
本事業対象敷地の縦断測量及び横断測量を行うこと。 

なお、令和８年度以降に敷地の境界確定を行う予定としており、事業者は必要に応じて敷地

測量を行うこと。 

 

(2) 地質調査業務 

地質調査は、新築する施設の基礎の設計を行うために、「別紙資料4 建設用地地質調査結果報

告書」を参照のうえ、必要な調査を行うこと。 

 

(3) 周辺家屋影響調査業務（近隣対応・対策業務） 
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家屋調査は、本事業に係る敷地の端から40ｍ以内を対象とし、事前及び事後調査を実施す

ること。ただし、調査対象家屋は本市と協議し決定すること。 

 

(4) 電波障害調査業務 

事業者は、周辺家屋への電波障害影響調査を実施し、受信レベル・受像画質等の報告書を作

成し、本市に提出を行うこと。（対策業務が必要な場合は、別途発注する。） 

 

(5) アスベスト含有事前調査業務 

解体に当たっては、必要に応じて、アスベスト及びＰＣＢの有無を調査すること。新たにアス

ベストが発見された場合は、処理に必要な追加費用を協議の上、事業者において適切に処理を

行うこと。ＰＣＢが発見された場合は、市が処理を行うものとするが、適正な処理方法につい

て提案すること。 

 
４. 設計業務 

(1) 本事業全体に係る事項 

全体配置については、基本計画並びに本書を踏まえて計画すること。 

 

(2) 構造計画 
本施設の構造は提案とするが、意匠設計及び設備設計との整合を図り、設計与条件及び要求

性能を満たす構造体となるよう計画すること。 

また、本施設のうち校舎及び屋内運動場は、災害時の指定緊急避難場所と指定避難所とし

て位置づけられることを考慮し、大地震動及び暴風に対して、安全性を確保するために求め

る性能に応じて適切に計画すること。校舎の「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国

土交通省大臣官房官庁営繕部、平成 25 年）による各耐震安全性の分類は、構造体はⅡ類、建

築非構造部材は、学校機能はA類、避難所施設機能はA類、建築設備は乙類とする。 

区分 構造体 建築非構造部材 建築設備 

学校機能 Ⅱ類 A類 乙類 

避難施設機能（校舎・ 

屋内運動場など） 

※想定収容人数3,076人 

Ⅱ類 A類 乙類 

 

(3) 建築計画 
① 全体配置・構成・デザイン 

敷地全体のバランスや維持管理の方法及びセキュリティ対策を考慮すること。また、以下の

項目に留意して、均衡のとれた死角の少ない施設配置とすること。 

・児童・生徒の登下校、車両動線、給食配送車両搬出入等を配慮したうえで、歩車分離を

明確にし、安全性を確保した配置とすること。 

・運動や広場空間を最大限考慮し、効率的な施設配置を行うこと。 

・屋外運動場の日照確保に最大限配慮した施設配置とすること。 

・施設の規模・配置については、近隣への電波障害の発生の可能性を考慮すること。また、

実施設計の段階において、現地調査を行い、そのうえで対策を検討すること。 

・施工時において電波障害が発生した場合は、速やかに復旧工事を行うこと。 

・増築、間取りの変更等、将来の児童・生徒数の変動及び教育内容・教育方法等の変化に
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対応できるような柔軟性を持たせた建物構造とし、施設整備費及び長期に渡る維持管理

費を含むライフサイクルコストの低減に向けた各種工夫を盛り込むこと。 

・本施設の建物は、自然採光や自然換気に配慮し、開放感にあふれた明るく親しみのある

デザインとすること。 

・什器等の環境整備支援として、現況調査、什器レイアウト設計、什器整備支援、文書量

削減支援、移転支援の業務を行うこと。 

② サイン計画 

・本施設のサイン計画については、以下の要件を満たすこと。 

 なお、外部に設ける施設名板や室名称の文言については、設計業務段階において本市に 

 確認すること。 

・室名称のサインは、全ての諸室に設けること。 

・トイレ、階段、傾斜路、その他シンボル化した方が望ましいものについては、ピクトグ

ラムとしてもよい。 

・サインは、楽しく親しみのあるデザインに配慮すること。 

・外構及び建物内は、空間と調和した統一性のあるサイン計画を行うこと。サインは、ユ

ニバーサルデザインの観点から、容易に認知が可能なものとすること。 

・下記のサイン計画には校章の設置を含むものとする。なお、校章のデザインは本市が行

う。  

区分 設置場所 設置箇所 仕様 数量 

学校 校舎 外壁 金属製 一箇所 

学校 屋内運動場 外壁 金属製 一箇所 

仲よし教室 仲よし教室 外壁 金属製 一箇所 

 

(4) 必要諸室 

本施設に必要な諸室の構成は、「別紙資料5 諸室リスト」に示すとおりとし、普通教室、特

別支援教室等の面積についてはこれを基準として、既存校、類似施設等の事例を参考に事業者

提案とする。また、全体のバランスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫によ

る提案を行うこと。 

 

(5) ゾーニング・諸室配置・動線計画 

本施設の諸室については、規模及び利用形態を勘案して、教育活動を効率的かつ効果的に行

うことができるものとすること。 

また、緊急時における避難がスムーズに行える適正な配置・動線計画とすること。なお、各

諸室の配置等に当たっては、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部作成の「小学校施設

整備指針」及び「中学校施設整備指針」に基づいて計画すること。 

利便性の観点から、類似する機能を有する諸室を集積した以下のような施設ゾーンの計画

に配慮すること。 
 

① 教室ゾーン 

・普通教室や特別教室等の教室ゾーンは、時限間における移動等の動線及びその周囲の環

境を十分に考慮した諸室配置とすること。 

・普通教室の形状は「学年段階の区切りに対応した空間構成」とすること。 

・各学年は可動間仕切り型（教室と廊下間の壁は可動間仕切り）とし、学年ごとにユニット

を構成すること。 
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② 管理ゾーン 

・教職員等が執務を行う管理ゾーンは、良好な執務条件の確保や作業効率の向上を目指し、

コンパクトな動線計画とすること。 

・自然採光を十分に取り入れた執務環境の実現、遮音性が高い快適な執務空間の創出、ゆ

とりのある作業スペースの確保に留意して計画すること。 

・教職員が外部からの侵入者を監視する業務を担うことも考慮し、教職員室からの死角

（職員室からの運動場、事務室からの昇降口）は無くすこと。 

・管理諸室は近接配置とすること。 

・管理諸室は、学校全体が見渡せる配置とすること。 

・技能員室（作業室）を設けること。 

 

(6) 仕上げ計画及び留意点 
① 仕上げ計画 

・仕上げ計画に当たっては、坂出市の特色を取り入れた外観及び内観とし、華美なデザイ

ンとせず周辺環境との調和を図るとともに、維持管理についても留意し、清掃や管理が

しやすい施設となるように配慮するとともに、使用材料や断熱方法等の工法を十分に検

討し、建物の長寿命化を図ること。 

・使用する材料は、身体への影響に十分配慮し、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等

の化学物質を基準以下まで削減するとともに、建設時における環境汚染防止に配慮する

こと。 

・仕上げ材は、諸室の用途、利用内容や形態など、それぞれの特性に配慮した組合せとす

ること。 

・地震時の剥落や落下による二次災害抑制に配慮した内外装材とすること。 

・施設改修時、解体撤去時に環境汚染を引き起こさないよう十分留意すること。 

・諸室の用途、機能に応じ、耐久性、メンテナンスの容易さに配慮すること。 

・諸室の用途、機能に応じ、遮音性、断熱性、吸音性を十分検討して採用すること。 

・屋内トイレの床・壁は乾式仕上げとすること。 

 

② 建物外部仕上げの留意点 

・漏水を防ぐため、屋根面及び外壁面について適切な防水等の措置を講じること。排水し

にくい平屋根部分、空調ダクト、供給管等の周囲とのジョイント部分、雨樋と付帯の排

水管、階間のシール部分等は特に注意すること。 

・大雨や台風等による風水害に耐え得る構造とし、これらによる屋根部の変形に伴う漏水

に十分注意すること。 

・屋上等において経年にて隙間やクラックが生じる恐れのある部位には金属笠木等を設け

ること。 

・鳥類及び鼠族、昆虫の侵入並びに住み着きを防ぐ構造であること。具体的には、捕虫器の設

置、排水トラップの設置等がなされていること。 

 

③ 建物内部仕上げの留意点 

・内装は木質化を図ること。 

・壁の仕上げ材については、全施設において児童の蹴破り等に耐えられる設えとすること。 
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・消火器等については消火器ボックスにて壁面に埋込みつつ、突起物が無く一目で設置場

所が分かるように計画すること。消火器は本工事とする。 

・可動間仕切りは、収納時は壁面に収まり、目立たぬような工夫をすること。収納展開が容易

でたわみや緩み等の変形がしないものとすること。また、必要に応じて防音性に優れた

ものとすること。 

・窓廻りは、本事業予定地の環境に配慮し、防音性能の高い仕様とすること。また、必要に

応じて網戸を設置すること。 

 

(7) 動線・セキュリティ計画 
・敷地内では、歩車分離に配慮した動線計画とすること。 

・児童・生徒と来校者が出入りする部分を区分し、それぞれの動線が錯綜することのないよ

う計画すること。 

・児童・生徒昇降口とは別に、職員昇降口を設けること。 

・駐車場から屋外運動場へは直接立ち入りができないよう、セキュリティラインを形成す

ること。 

・給食配送車両の進入路を設け、安全確保に配慮すること。また、給食配送車両の通行は、

可能な限り建物に接近できるよう計画すること。 

・屋内運動場は休日・夜間に地域開放することから、校舎など他の用途と一棟として計画

する場合、屋内運動場から他の用途へは直接立ち入りができないようセキュリティライ

ンを形成し、屋内運動場専用の昇降口を設けること。 

 

(8) ユニバーサルデザイン 
・児童・生徒が施設内を不自由なく、安心して利用できることはもとより、高齢者及び障

がい者等、全ての来校者が、安心、安全かつ快適に利用できるよう、ユニバーサルデザ

インに配慮すること。 

・身体障がい者用の動線は、可能な限り一般動線と同じになるよう計画すること。 

 

(9) 周辺環境・地球環境への配慮 
① 地域性・景観性 

・地域及び敷地周辺の既存建物との調和を図りつつ自然景観を十分に活かし、地域の求心

的な存在として親しまれる景観を創るよう工夫すること。 

・地域環境への対応としては、住宅が近接することを考慮して、視覚的な圧迫感等を和ら

げる工夫を凝らすこと。また、本業務中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気等による

影響を最大限抑制すること。 

 

② 環境保全・環境負荷低減 

・地球温暖化防止を意識し、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討するとともにエネ

ルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採用す

ること。 

・自然採光、自然換気などの自然エネルギーの活用や節水器具の採用、リサイクル資材の

活用、省エネルギー及び廃棄物発生抑制等に配慮し、事業者の創意工夫による具体的な

アイデアを提案すること。 
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(10) 設備計画 

設備計画については「建築設備計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）」（最新版）、

学校保健法に基づく「学校環境衛生基準」に準拠し、以下の項目を考慮したうえで、①電気

設備、②機械設備の計画を行うこと。なお、「別紙資料7  電気設備・機械設備要求性能表」を

標準案として事業者の創意工夫による提案を行うこと。 

・更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。 

・設備方式、使用機材は、耐久性、信頼性、耐震性が確保され、長寿命、維持管理、省資

源、省エネルギーに配慮したものとすること。 

・自然採光、自然換気などの自然エネルギーの活用や節水器具の採用、リサイクル資材の

活用、省エネルギー及び廃棄物発生抑制等に配慮し、事業者の創意工夫による具体的な

アイデアを提案すること。 

・機器更新時を考慮したスペース及びルートを確保すること。 

・操作や維持管理が容易なものとすること。 

・施設の各種機器の集中管理パネルを設置し、職員室や事務室などで集中管理ができると

ともに各室での戸別操作ができるようにすること。 

・地球環境及び周辺環境に配慮した計画とすること。 

・将来の間仕切り変更や部屋の用途変更等を考慮し、フレキシビリティに配慮したものと

すること。 

・原則として、使用する電線・ケーブル類はエコケーブルを採用すること。 

・耐震安全性の分類における官庁施設の分類は「特定の施設」とすること。 

・建築設備耐震設計・施工指針に基づき、ダクト・配管・配管ラック、ケーブルラックの

振れ止め、落下防止、破損防止措置を講ずること。 

・躯体貫通配管（地中梁など）においては地震時や地盤の変位における変位に追従する可

とう性と強度を確保すること。 

・屋外配管は地震時や地盤の変位における変位に追従する可とう性と強度を確保する対策

を講じること。 

・エネルギーについては、安全性、コスト（イニシャルコスト、ランニングコスト、機器

導入コスト）更新性、保守性などの優位性を、オール電化方式やＬＰガスまたは都市ガ

スの使用などを比較検討し、ベストミックスで計画すること。 

・高調波流出抑制の指針に適した対策を行うこと。 

・災害時の避難所としての役割を果たすことのできるバックアップ体制を考慮すること。 

・凍結防止対策を講じること。 

・既存校舎を運用しながらの工事となるため、残すべき設備インフラを事前に調査し、

工事の支障となる設備インフラは事前に移設すること。 

① 電気設備 

A 共通事項 

・各室の要求性能や必要な機能は「別紙資料7 電気設備・機械設備要求性能表」による。 

・電気設備仕様、備品なども「別紙資料8 各室ICT・備品項目シート」による。 

・重要機器は次のものとする。 

    配電盤、直流電源装置、交流無停電電源装置、総合盤、電話交換機 

非常放送主装置、自動火災報知設備受信機、中央監視装置 

    その他防災上重要な機器 
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・電気工作物の計画、設計、工事に関する事項は、関連する基準に従うこと。 

・ＥＰＳには将来更新時に電力の途絶が無いようにリプレイススペースを設けること。 

・ＥＰＳや機械室など以外の諸室に盤類を設置する場合は、盤の上下に盤一体型の配線ダ

クトを設けること。 

・多目的ホールは、他の学習空間と役割分担及び機能的に連携できるスペースとして設置

する。各学年や低学年・高学年などの発達段階による学習集団の編成の違いなどに応じ

た空間とし、調べ学習、発表会など多様な使い方に対応できる設備とする。 

・多目的ホールは、多様な学習形態に対応できる広さや設備を整備するとともに、多目的

部門の各スペースとの連携に応じてチームティーチング、個別学習、グループ学習など

に柔軟に対応できるように計画すること。 

・次の別途工事の各設備用配管及びボックス類、電源、機器取付用基礎や金具等を見込む

こと。構内情報通信網設備に関しては配線も見込むこと。 

坂出市防災行政無線設備、機械警備設備、ＧＩＧＡスクールシステムの教育系統ＬＡＮ、

校務系統ＬＡＮなどの構内情報通信網設備、教育用ディスプレイ。 

 

B 電灯設備 

 a 電灯幹線設備 

・受変電設備から各電灯分電盤及び開閉器盤等へ幹線を敷設すること。 

・幹線系統を明確化し、管理を用意に行うことができるようにすること。 

・電源種別や管理エリアごとの電力供給状況を把握できるように電力量計などの計測装置

を設置すること。 

・将来の幹線増設及び幹線更新に伴う布設替えが容易にできるようにすること。 

・ケーブルラックに将来用予備スペースを見込むこと。 

・ケーブルラック、配管仕様については、施工場所の耐候性を考慮して選定すること。 

・屋外に敷設するケーブルラックはカバー（蓋）を設置し、水がたまらない仕様と 

すること。また、保守用通路としてケーブルラック上を歩行するなどの恐れがある場合

は、歩行可能な仕様とすること。 

・雷保護対策を行うこと。 

 

b 電灯設備 

・電灯設備（照明器具設備を含む）の設置をすること。 

・ＬＥＤ照明器具、初期照度補正、人感センサ、タイマー制御等の適切な照明制御を導入

し、省エネルギーに計画を行うこと。 

・ホワイトボードを設置する室には黒板灯（ＬＥＤ）を設置すること。 

・各教室の照明器具は快適な学習環境を確保するために、児童・生徒の視野内に入る照明

器具の不快なグレアを除くこと。児童・生徒への目の疲労が少なく、快適な雰囲気の中

で気分を集中して学習ができる環境への配慮をすること。 

・各教室の照明器具は生徒からホワイトボードの文字が読みやすく、教職員から生徒の表

情がよくわかる器具とし、まぶしさを抑えた設計とすること。また、ホワイトボードへ

の映り込み防止などのグレア制御を考慮した仕様（遮光角２４度）の照明器具を選定と

すること。 

・各教室の照明器具を露出型とする場合は、天井面への上方光束を確保する事で教室の明

るさ感が演出できる照明器具とすること。 
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・グレアの制限値はJIS-Z-9125「屋内作業場の照度基準」に準拠すること。 

・照明器具は「別紙資料7 電気設備・機械設備要求性能表」の照度以上を確保すること。

「別紙資料7 電気設備・機械設備要求性能表」に記載の無い場合は学校環境衛生基準の

照度及び照度環境の基準、JIS-Z-9110:2010に準拠すること。 

・省エネルギー・高効率・長寿命タイプを利用するとともに、メンテナンスの容易な機器、

システム等を採用すること。 

・入手困難かつ更新が容易にできない機器やシステム等を使用しないこと。 

・器機の種別を最小限にすることにより、維持管理を容易なものとすること。特に高所に

設置するものについては、点検用歩廊等により容易に保守が行いやすい計画とすること。 

・各室において、個別に照明の点滅操作及び管理ができるようにすること。また、敷地内

の照明点滅や空調制御等が職員室、事務室、仲よし教室休憩室兼倉庫などの管理室等か

ら集中管理（操作も含む）ができるようにすること。 

・点滅区分を適正にし、こまめな消灯ができるようにすること。 

・照明器具の点滅はリモコンスイッチとすること。 

・電灯分電盤に予備回路及び予備スペースを適切に見込むこと。 

・電灯分電盤は各系統の電源状態が確認できる仕様とすること。 

・本施設の防犯、安全等を考慮した屋外照明設備を設置すること。なお、点滅方式は昼光

センサ・人感センサ・タイマー等による自動点滅及び時間点滅が可能な方式（制御）と

すること。また、季節により点滅の設定ができる制御とすること。 

・トイレ、廊下等の人通りが少ない場所に関しては人感センサや調光システム等を有効に

利用することにより消費電力の低減に努めること。 

・窓際照明の照度制御、局部照明、反射式照明器具の設置等による省エネルギーを実現す

る工夫を行うこと。 

・昇降口や玄関前には屋外照明（タイマーもしくは人感センサーによる制御）を設けるこ

と。 

・その他、必要に応じて保安照明を設置すること。 

・ＳＰＤを設置するなど雷保護対策を行うこと。 

 

c 非常用照明・誘導灯設備 

・非常用照明設備、誘導灯設備、誘導標識等は、関連法令に基づき設置すること。また、

幹線設備の設置も行うこと。 

・屋内運動場など地域開放を想定している諸室及びそれに付随する廊下等の避難経路は、

不特定多数の利用があることに配慮した計画とし、各種法規に従い、非常照明及び誘導

灯を設置すること。 

・非常照明及び誘導灯は蓄電内蔵とすること。 

・誘導標識は蓄光仕様とすること。 

 

d コンセント設備 

・コンセント設備の設置をすること。また、幹線設備の設置も行うこと。 

・重要負荷や通信用電源、電圧変動に配慮する電源のコンセントには、避雷対策を講じる

こと。 

・コンセントは用途に適した形式・仕様・容量を確保し、特別教室についても考慮したう

えで適切な位置に配置すること。 



18  

・水回り負荷への電源供給は漏電遮断器（ＥＬＢ）を設けること。 

・ＧＩＧＡスクール対応の電源を適切に見込むこと。 

・分電盤に予備回路及び予備スペースを適切に見込むこと。 

・ＯＡ床仕様の室についてはＯＡ盤仕様にて計画をすること。 

・屋外コンセントを適切に設置すること。 

・屋外コンセントはコンセントボックスにて収納し、安全性への配慮をすること。 

・各別途工事や備品への電源を設置すること。 

 

C 動力設備 

a 動力幹線設備 

・受変電設備から各動力制御及び各種制御盤、開閉器盤等へ幹線を敷設すること。 

・幹線系統を明確化し、管理を用意に行うことができるようにすること。 

・電源種別や管理エリアごとの電力供給状況を把握できるように電力量計などの計測装置

を設置すること。 

・将来の幹線増設及び幹線更新に伴う布設替えが容易にできるようにすること。 

・ケーブルラックに将来用予備スペースを見込むこと。 

・ケーブルラック、配管仕様については、施工場所の耐候性を考慮して選定すること。 

・屋外に敷設するケーブルラックはカバー（蓋）を設置し、水がたまらない仕様と 

すること。また、保守用通路としてケーブルラック上を歩行するなどの恐れがある場合

は、歩行可能な仕様とすること。 

・雷保護対策を行うこと。 

 

 b 動力設備 

・各空調機器や給湯設備、衛生機器、ポンプ類、搬送設備への電源を供給すること。 

・動力制御盤に予備回路及び予備スペースを適切に見込むこと。 

・動力制御盤には主幹開閉器を設置し、各系統の電源状態が確認できる仕様とすること。 

・動力制御盤は危機への配線距離及びメンテナンス性、作業等への安全性を考慮し、設置

機器直近の室内又は屋外設置とする。 

・手元で電源操作ができない電動機や盤から目視ができない場所に設置する電動機などは

手元開閉器盤を設置すること。 

・水回り負荷への電源供給は漏電遮断器（ＥＬＢ）を設けること。 

・警報盤を設置し、各種警報や状態などの情報を職員室、事務室、仲よし教室休憩室兼倉

庫で確認ができること。 

・雷保護対策を行うこと。 

 

D 受変電設備 

・点検等による停電が学校運営に支障を及ぼすことがないようにすること。 

・受変電設備は保守及び将来の負荷増設を見込んだスペース（電灯盤、動力盤、各１面体）

を最低限確保すること。 

・受変電設備は安全性、保守性、更新性、対候性を十分に検討した設置場所とすること。 

・トップランナー仕様以上の高効率な変圧器を選定すること。 

・省エネルギーを考慮した機器を選定すること。 
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・受変電設備の防振対策を行うこと。 

・高調波流出抑制の指針に適した対策を行うこと。 

・変圧器容量が500kVA以上となった場合は励突抑制開閉器による励磁突入電流抑制対策を

行うこと。 

・受変電設備の点検用架台を受変電設備の前面及び背面、側面に設けること。 

・受変電設備を屋外に設置する場合は、設置する場所の選定や受変電設備をフェンス等で

囲うなど、生徒への安全性に十分に配慮した計画とすること。また、浸水への配慮をし

た計画をすること。 

 

E 雷保護設備 

 a 外部雷保護 

・ＪＩＳ規格（JIS Z 9290-3:2019）、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に基づき

雷保護設備を設置すること。 

 

 b 内部雷保護 

・内部雷保護に対応した計画とすること。 

・内部雷保護を目的とした等電位ボンディングを行い、落雷時の建築物等の電位を均一化

し、電位差を制御すること。 

・外部からの接地線が接続されている設置端子盤は、設置の相互間にＳＰＤを設置するこ

と。また、外部から配線が接続されている各盤や機器類にも同様のＳＰＤの設置をする

こと。 

 

 c 接地設備 

・電気設備技術基準に基づき、電力や通信用などの各種接地を行うこと。 

・接地線はケーブルラック上で接地母線方式とする。 

 

F 構内情報通信網設備 

・ＧＩＧＡスクール構想に準じた校内ネットワーク回線やアクセスポイント、教育系ネッ

トワーク回線と校務系ネットワーク回線、インターネット回線等が構築できるように計

画をすること。 

・無線ＬＡＮが利用できるよう配管配線等を行い整備すること。その際、学校における電

算機器保守点検受託業者と打合せ等を行い、作業を実施すること。 

・将来における技術革新に対応できるよう、更新が容易な機器構成とすること。 

・本市の情報ネットワークに接続可能な情報回線の引込みと施設内の配管配線及びボック

ス類、電源を設置すること。 

・本市のネットワークへの接続は別途工事とする。 

・通信情報用幹線として、将来用の増設経路を確保すること。 

・ＬＡＮ配線及び配管、ボックス類、電源等は本工事とし、ＬＡＮケーブルはＣＡＴ６Ａ仕

様とすること。 

・ＬＡＮ配線用機器、ＬＡＮ無線アクセスポイントの設置は、別途工事とする。 

 

G 構内電話交換設備 

・本施設に電話回線を引き込み、校内各諸室から職員応答など校内相互通話の機能及び内
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線・外線機能を有したＩＰ電話設備とする。 

・電話機など電話設備機器や配線機器など含む電話設備、配線及び配管、ボックス、電源

等は本工事とすること。 

・本施設への引込みと各階ＩＤＦ、ＨＵＢ収納盤までの配線及び配管、ボックス類の設置

及び電源の確保を行うこと。 

・ＭＤＦ及び各階にＩＤＦ、ＨＵＢ収納盤の設置を行うこと。 

・職員室及び事務室、仲よし教室休憩室兼倉庫に総合盤の設置を行うこと。 

 

H 電気時計設備 

・各必要所室に子時計を設置すること。 

・正確な時刻を放送設備へ移報できる設備を設置すること。また、主装置等は職員室内の総

合盤及び仲よし教室休憩室兼倉庫に設置をすること。 

・機器の設置及び配管配線等を行うこと。 

・屋外運動場や駐車場など屋外の活動エリアから正確な時刻が確認できるように外壁等に

屋外時計を設置すること。なお、外壁に設置した際に時刻の確認が難しいエリアにはポ

ール式の屋外時計を設置すること。 

 

I 映像音響設備 

・屋内運動場などの映像音響設備は本工事とし、対象となる部屋は「別紙資料7 電気設

備・機械設備要求性能表」による。 

・配管配線、ボックス類を含む映像音響設備の設置及び電源の確保を行うこと。 

・放送室にはスタジオ映像音響卓を設置し、放送室内のスタジオ対応もできる設備（カメ

ラ機器含む）とすること。・校内のＬＡＮ系統を活用した校内ライブ配信が可能な設備

（カメラ機器含む）を設置すること。 

・屋内運動場のスクリーン舞台上のバトン（電動昇降式）吊りとし、プロジェクターは固

定式とする。 

 

J 拡声設備（校内放送設備） 

・放送室にはスタジオ映像音響卓を設置し、放送室内のスタジオ対応もできる設備（カ

メラ機器含む）とすること。 

・配管配線、ボックス類を含む拡声設備の設置及び電源の確保を行うこと。 

・校内放送設備は、職員室や放送室から校舎内、屋外運動場及び屋内運動場などに放送

可能な設備とすること。また、仲良し教室休憩室兼倉庫から仲よし教室活動エリアへ

の放送も可能な設備とすること。 

・運動会時など、屋外運動場側及び放送室側から放送可能な設備を整備すること。さら

に屋外運動場用に放送室とは連携しない個別システムで放送ができる移動式放送設備

（移動式アンプ、移送式スピーカーなど）も設置すること。 

・屋外スピーカーは近隣住民への音漏れに配慮した仕様及び放送システムとすること。 

・消防法に定める非常放送設備を設置すること。 

・主装置は職員室（総合盤）に設置すること。 

・放送回線局数については、各教室、管理エリアなどゾーニングの変更対応が可能な設

備とすること・チャイム機能を有する設備とし、小学校エリア、中学校エリアなどの

エリア設定や休日などの曜日、夏休みなどのスケジュール設定ができること。 
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・ページング対応が可能となるように電話交換機との連携をすること。 
 

K テレビ共同受信設備 

・配管配線、ボックス類を含むテレビ共同受信設備の設置を行うこと。 

・ケーブルテレビの引込配管を敷設し、ケーブルテレビ放送が視聴できる設備構成とする

こと。 

 

L テレビ電波障害防除設備 

・着工前、中間時、完了時において、電波調査車両による電波障害調査を行うこと。 

・本施設建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、本市と協議を行い、テレビ

電波障害対策の検討及び対策の実施を行うこと。 

 

M インターホン設備 

 a インターホン設備 

・配管配線、ボックス類を含むインターホン設備の設置及び電源の確保を行うこと。 

・各敷地出入口、車両用出入口など敷地への出入口となる各門、昇降口や職員通用口など

建物内への出入口の門扉それぞれから職員室及び事務室（受付）、仲よし教室休憩室兼

倉庫と応答ができるインターホンを設置する。 

・緊急時にエレベーター内と応答ができるインターホンを設置すること。（エレベーター

かご内インターホンでも可能）また、エレベーター管理会社へ直接通報が可能な設備と

すること。 

・インターホンは映像及び音声の対応が可能な機器を設置すること。 

・普通教室、特別教室等にインターホンを設置し、容易にかつ即座に職員室や事務室（受

付）、仲よし教室、各室との連絡ができるシステムとすること。 

 

 b 非常用呼出設備 

・配管配線、ボックス類を含む非常用呼出設備の設置及び電源の確保を行うこと。 

・普通教室、特別教室等、バリアフリートイレ、来客及び職員用トイレ、更衣室、仲よし

教室休憩室兼倉庫等に緊急呼出ボタン、表示灯、復旧ボタンを設置し、異常があった場

合には表示窓の点灯とアラーム音等により外部に知らせることができるものとする。ま

た、職員室や事務室、仲よし教室休憩室兼倉庫に表示盤を設置すること。 

・バリアフリートイレには緊急呼出ボタン（ひも付）、表示灯、復旧ボタンを設置するこ

と。 

 

N 防犯カメラ設備 

・配管配線、ボックス類を含む防犯カメラ設備の設置及び電源の確保を行うこと。 

・本施設内及び敷地全体の防犯・安全管理上、防犯用カメラを敷地境界や死角も含めた必

要な箇所に設置すること。 

・各敷地出入口、車両用出入口など敷地への出入口となる各門、昇降口など建物内への出

入口、教室・特別教室・更衣室・トイレへのアクセス通路、サブアリーナ、屋内運動場

内に防犯用カメラを設置すること。 

・録画装置を含む主装置は職員室の総合盤内に設置すること。 

・管理モニターによる職員室及び事務室での一元管理を行うなど、一体的に管理できるよ
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うに整備すること。なお、モニターは天井吊とし、職員室に60インチを３面、事務室に

60インチを３面設置すること。映像は複数のモニターで管理ができるシステムとするこ

と。 

・将来防犯用カメラ設置用として普通教室及び特別教室に配管を敷設すること。 

・録画時間は3週間以上とすること。 

 

O 情報表示設備 

・配管配線、ボックス類を含む情報表示設備の設置及び電源の確保を行うこと。 

・表示する情報は映像（動画・静止画）、音声（スピーカー）、学校行事など各種掲示板

機能とする。 

・操作は職員室で行える設備とすること。 

・校舎棟昇降口にディスプレイを設置すること 

・ディスプレイは80インチを２面とし、天井吊り下げとすること。 

 

P 機械警備配管設備 

・警備システムについては、機械警備を基本とする。 

・機械警備システムについては、校舎と屋内運動場、仲よし教室を対象に計画し、エリア

別に警戒（警備）が可能になるよう配管、ボックス類、端子盤、電源の設置をすること。 

・保安警備は別途契約予定とし、本工事の対応については保安警備会社と調整をすること。 

 

Q 火災報知設備 

・消防法に準拠して自動火災報知設備を設置する。 

・職員室、仲よし教室休憩室兼倉庫に防災監視装置を設置し、本施設内の防災情報を統括

するシステムを構築すること。 

・法的な必要性に応じ、防排煙設備及びガス漏れ感知設備などを設置すること。 

 

R 防災設備 

 a 坂出市防災行政無線設備 

・坂出市防災行政無線設備の施工範囲（工事区分）は「【別紙資料11】防災無線子局21

（東部小学校）資料における工事区分」とすること。 

・移設用の詳細は本市及び専門事業者と協議を行うこと。 

 

 b 緊急地震速報設備 

・緊急地震速報用個別受信機を職員室内総合盤に設置すること。 

・緊急地震速報を受信した際には、校内放送にて放送をすること。 

・緊急地震速報用個別受信機の設置は別途工事とするが、設置スペース（総合盤）、配管

及び電源は本工事とする。 

 

 c 外部電源設備 

・災害などの非常時（電源途絶時）に電源として、移動式発電機用（電源車など）の電源

接続盤を校舎外壁面及び新校舎、屋内運動場に設置すること。 

・電源接続盤から各電灯分電盤及び動力制御盤へ幹線を敷設すること。 

・仮設電源の対象となるエリアは職員室、屋内運動場、職員室及び屋内運動場の共用部



23  

（トイレを含む）とする。 

・商用電源との切替や電源の状態が安全に確認及び操作ができる仕様とすること。 

・照明回路は外部電源からの供給も考慮した回路構成及び点滅とすること。 

・有事の際、電源途絶に必要となる照明器具やコンセント、その他電源を外部電源からも

供給ができるように回路構成を行うこと。 

 

 d 災害用電話設備 

・災害用電話設備用の配管配線、ボックス類、配線器具、端子盤、電源を設置すること。 

・災害用電話機は備品工事とし、屋内運動場に１台設置する。 

 

S 構内配電線路 

 a 電力引込設備 

・配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含む電力引込設備、構内配電線路設備屋外

照明及び電源等の確保を行うこと。 

・敷地への引込みは構内電柱を設置し、架空にて引込を行い、以降構内配電線路は地中埋

設配管配線にて布設をすること。 

・地中配線路には予備配管を設けること。 

・高圧引込ケーブルは絶縁破壊に伴う波及事故防止を目的とした水トリー対策を考慮した

仕様とすること。 

 

 b 屋外照明設備 

・配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含む屋外照明設備の設置及び電源等の確保

を行うこと。 

・地中配線路には予備配管を設けること。 

・屋外照明器具については光害に配慮すること。また、可能な範囲で色温度の低い落ち着

きのある照明設備を計画すること。 

・歩行者の安全を考慮し、外部に適切に照明設備を計画すること。 

・各敷地出入口、車両用出入口など敷地への出入口となる各門、昇降口や職員通用口など

建物内への出入口へ安全性の確保を目的とした屋外照明器具を設置すること。 

・駐車場に屋外照明器具を設置すること。 

・夜間に防犯用カメラの映像確認や録画に支障を及ぼさないように屋外照明器具の設置を

行うこと。 

・屋外照明の点滅制御方法は自動点滅、年間プログラムタイマー制御を行うこと。また、

深夜消灯回路と常夜灯回路に分けた運用ができること。 

 

c 屋外電源設備 

・保守用及びイベント用、設備用、その他必要な電源としての屋外用電源及び屋外用コン

セントを設置すること。 

 

T 構内通信線路 

a 通信引込設備 

・各種通信引込等の配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含む構内通信線路設備の
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設置を行うこと。 

・敷地への引込みは構内電柱を設置し、架空にて引込を行い、以降構内通信線路は地中埋

設配管配線にて布設をすること。 

・地中配線路には予備配管（情報通信設備用３本、構内交換設備用３本、その他２本）を

設けること。 

 

b 電気時計設備 

・配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含む電気時計設備の設置及び電源等の確保

を行うこと。 

・拡声設備の設置場所や設置要件は、「第２ 設計・施工条件 ４．設計条件（１０）設

備計画 ①電気設備 H 電気時計設備」を参照すること。 

 

c 拡声設備（校内放送設備） 

・配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含む拡声設備の設置及び電源等の確保を行

うこと。 

・拡声設備の設置場所や設置要件は、「第２ 設計・施工条件 ４．設計条件（１０）設

備計画 ①電気設備 J 拡声設備（校内放送設備）」を参照すること。 

 

d インターホン設備 

・配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含むインターホン設備の設置及び電源等の

確保を行うこと。 

・インターホンの設置場所や設置要件は、「第２ 設計・施工条件 ４．設計条件（１０）

設備計画 ①電気設備 M インターホン設備」を参照すること。 

 

e 防犯カメラ設備 

・配管配線、ボックス類、ハンドホールなどを含む防犯カメラ設備の設置及び電源等の確

保を行うこと。 

・防犯カメラの設置場所や設置要件は、「第２ 設計・施工条件 ４．設計条件（１０）

設備計画 ①電気設備 N 防犯カメラ設備」を参照すること。 

 

 

U 舞台照明・舞台映像音響設備 

・配管配線、ボックス類などを含む舞台照明・舞台音響設備の設置及び電源等の確保を行

うこと。 

・舞台照明・舞台音響設備は屋内運動場に設置すること。 

・地明かり、アッパーホリゾントライト、ボーダーライト、フットライトを設置すること。 

・地明かり、アッパーホリゾントライト、ボーダーライト、フットライトは単色としＬＥ

Ｄ器具とすること。 

・地明かり、アッパーホリゾントライト、ボーダーライトは舞台機構によるバトン吊とす

ること。 

・舞台上にコンセントを3個設置すること。 

・舞台照明操作卓及び舞台音響操作卓はステージ横の放送室・操作室に設置をすること。 
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・舞台上に有線マイク接続口を設置すること。 

・有線マイク３本以上、ワイヤレスマイク３本以上、ワイヤレスアンテナを設置すること。 

・ステージスピーカー、モニタースピーカー、操作用スピーカーを設置すること。 

・ステージスピーカーは構内放送も放送できる仕様とし、反響の少ない機器を設置するこ

とで聞き取りやすさへの配慮をすること。 

・ステージにスクリーンを設置すること。スクリーンは屋内運動場の広さに適した大きさ

とし、スクリーンはバトン吊とすること。 

・スクリーン映写用のプロジェクターを設置すること。プロジェクターは固定式とするこ

と。 

・ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、ＭＰ４などの映像音響機器やＨＤＭＩ、ＵＳＢ、タ

イプＣなどの外部接続端子を設けること。 

 

② 機械設備 

A 共通事項 

・各室の要求性能や必要な機能は「別紙資料7 電気設備・機械設備要求性能表」による。 

・重要機器は次のものとする。 

  換気機器、空調機器、ガス給湯器、消火用ポンプユニット、消火充水槽 

 受水槽、上水加圧給水ポンプ、その他避難・消火等の防災機能を担う設備 

その他防災上重要な機器 

・結露対策、防カビ対策及びクロスコネクション防止を行うこと。 

・建物内で発生する臭気、振動及び騒音等が周辺環境に影響を与えないように配慮をする

こと。 

 

B 熱源機器設備 

・熱源システムは検討により提案を行い、本市との協議により決定したものを設置するこ

と。 

・高効率で管理の容易なシステムとし、経済性に優れた機器とすること。 

・設計段階においては、ライフサイクルコスト（運転・維持管理費）環境性能上（ＣＯ２

排出量など）の試算を行い、提示、協議を行うこと。また、操作・メンテナンス・更新

方法について検討、提示をすること。 

 

C 空調設備 

・空調設備について、集中リモコンやデマンド管理を行えるようにすること。 

・各室で空調制御ができるようにすること。また、職員室などの管理室等から空調制御等

の一括管理及び制御等ができるようにすること。 

・各種配管からの結露、漏水及び破損対策を行うこと。 

・空調方式は快適な室内環境を維持し、省エネルギーを図るシステムとすること。また、

室用途、操作性、利用時間帯等に配慮した計画とすること。 

・自然通風、外気冷房等による自然エネルギーの利用を図ること。 

・使用する冷媒は、安全性が高く、オゾン層破壊係数がゼロで、かつ地球温暖化係数が可

能な限り小さいものを採用すること。 

・隙間風の流入に配慮を行うこと。 

・普通教室とオープンスペース（多目的スペース）によるユニット構成をする場合はオー
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プンスペース（廊下を含む。）にも空調設備を設置すること。 

・廊下は空調設備を設けること。 

・サブアリーナや屋内運動場、吹き抜け等の大空間は、夏の高温防止対策を講じること。 

・諸室の静音環境を保つような設備計画に努めること。 

・空調設備方式は検討により提案を行い、市との協議により決定したものを設置すること。 

・吸気口、排気口については、格子幅 1.5mm 以下の防虫ネットを備えること。 

・給水管、ガス管、排水管、給電コード、排煙ダクト、冷媒チューブ貫通部分等は、防鼠、

防虫のために、隙間がない構造とすること。 

 

D 換気設備 

・建物全体の風量バランスを考慮した計画をすること。 

・室の用途、換気の目的等に応じた適切な換気方式を選定すること。各室にて発生した臭

気等が他のエリア・室に影響を与えない方式とすること。 

・換気方式は、ライフサイクルコスト（運転・維持管理費）を考慮し、選定すること。 

・シックスクール対策を十分に施すこと。 

・空調を設置する居室換気は省エネルギーに配慮した方式とすること。 

・外気を取り込む換気口には、汚染された空気の流入を防ぐため、フィルター等を備える

こと。なお、当該フィルター等は、洗浄、交換、取り付けが容易に行える構造のものと

すること。 

・換気設備においては、湿気、結露対策を十分に講じ、その用途及び目的に応じた換気シ

ステムを採用し、シックスクール問題等の対応に配慮すること。 

・配管及びダクトなどの外壁貫通部の保温対策を行うこと。 

・夏休みなど長期間使用しないトイレなど臭気対策への配慮をすること。 

 

E 排煙設備 

・建築基準法、消防法に従い、法的に必要な個所には排煙設備を設けること。 

 

F 自動制御設備 

・設備システムの省エネルギー化及び管理集約化を図るシステムとする。 

 

G 衛生器具設備 

・衛生設備は、清掃等の維持管理が容易な器具・機器を採用すること。 

・小便器及び大便器は壁掛式とすること。 

・衛生的で高齢者及び障がい者にも使いやすく、かつ、節水型器具を採用すること。 

・低学年の児童に十分配慮し、児童の成長過程に合った器具を採用すること。 

・トイレの衛生対策を講じること。特に臭気対策には万全を期すこと。 

・手洗い設備の排水が床に流れないよう工夫すること。 

・手洗い自動水栓、便器は個別自動洗浄便器を使用し、省エネルギー・省資源に配慮した

器具を採用すること。 

・生徒用大便器は洋風便器とする。また、便座カバー（蓋）付とし、暖房機能付き便座と

すること。 

・教職員用（来客用含む）大便器は洋風便器とする。また。便座カバー（蓋）付とし、暖

房機能付き温水洗浄便座、擬音発生装置を設置すること。 
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・バリアフリートイレは、高齢者及び体の不自由な方が使用しやすい仕様とすること。ま

た、ジェンダー・セクシュアリティに配慮した利用に考慮すること。 

・大便器、小便器、洗面器及び手洗器は陶磁器製とすること。 

 

H 給水設備 

・受水槽を必ず設置すること。 

・給水方式は、通常時及び災害時の利用について検討により提案を行い、市との協議によ

り決定したものを設置すること。 

・受水槽の算定には、通常時の児童数：618人（職員数含む）を見込み、災害時の利用者

数：3076人を見込んだ計画とすること。 

・給水負荷変動を考慮した計画とすること。 

・給水設備は、各器具において、必要な水量・水圧が定常的に確保でき、かつ、効率よく

使えるシステムとすること。 

・メンテナンスを考慮し、仕切り弁等を適宜に設置し、漏水等の調査が容易にできるよう

工夫をすること。 

・飲料水以外の水を使用する場合は、独立したパイプで送水し、パイプにその旨を注意書

きし、色分け等により区分を明確にすること。 

・殺菌のため塩素を添加する場合は、蛇口で0.1mg/リットル以上の遊離残留塩素を保つよ

うな連続塩素注入装置を備え、衛生面に配慮すること。 

・給水設備は、必要に応じて防錆機器を設置すること。 

・受水槽内に汚れ及び錆が認められないこと。 

・受水槽は、不浸透性の材料を用い、密閉構造とする。また、内部は清掃が容易で、かつ

施錠のできる構造であること。 

・受水槽の出水口は、先に入った水の滞留を防ぐため、タンクの底部に設けられているこ

と。 

・受水槽の容量は、災害発生時に炊出しを実施することを考慮して計画すること。また、

災害時に給水設備として利用できるよう専用蛇口等を設置すること。 

・災害時の飲料水については、受水槽の容量＋災害時利用者数の１日分はペットボトルで

学校内に備蓄とする。 

・給水引込管を更新すること。 

・児童数に応じ、適切な箇所に必要な蛇口数を考慮した手洗い場を設置すること。 

・契約後には香川県広域水道企業団と給水方式、給水管との接続方式について十分な協議

を行うこと。 

・ウォータークーラーを各階、屋内体育館及びサブアリーナ付近の廊下、仲よし教室廊下

に設置すること。 

 

I 排水通気設備 

・各種排水を衛生的に公共下水道まで導く設備とすること。 

・排水設備は、十分な臭気・騒音対策を講じること。 

・排水に関しては、自然勾配によることを基本とし、ポンプアップは可能な限り行わない

計画とすること。 

・冷却装置において発生する水は、直接室外又は排水溝へ排出されるように計画すること。 
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・下水道法に定められた一定量以上の水量や汚水を下水道に排除しようとするときは、排

除基準値以下まで汚染物質を除去（汚水処理）すること。 

・災害時の排水機能については、インフラ途絶を想定した７日間で計画とすること。 

 

J 給湯設備 

・各所に給湯量に応じた給湯設備を選定し、設置すること。 

・給湯方式はライフサイクルコスト（運転・維持管理費）、出湯時間等を考慮し選定する

こと。 

・家庭科室等の特別教室、保健室、給湯室等、必要に応じて給湯設備を設置すること。 

 

K 消火設備 

・消防法、建築基準法及び所轄消防署の指導に従って、消防設備を設置すること。 

・消火設備を設置する場合は、安全性、環境性、操作性に配慮すること。 

・消防水利についての必要性について、所轄消防署と協議を行うこと。 

 

L ガス設備 

・ガス設備は安全性、耐震性、耐久性、信頼性のあるものとすること。 

・液化石油ガス法に基づき、ガス設備を設置すること。 

・給湯設備系統、その他のガスの使用については、安全性、コスト（イニシャルコスト、

ランニングコスト、機器導入コスト）、更新性、保守性などの優位性の面で、オール電

化方式と比較検討すること。優位性については市へ説明を行い、協議をすること。 

・理科室で使用するガスバーナーへのガスの供給を行うこと。 

 

(11) 防災安全計画 
① 安全性の確保 

・地震等の自然災害発生時や非常時における安全性の高い施設とするほか、火災時の避難

安全対策、浸水対策、強風対策並びに落雷対策に十分留意すること。 

・災害発生の際には、情報発信所や避難所として機能するように工夫すること。 

・児童の利用に際し、危険が予想される吹き抜け等の箇所には、安全柵やネット等を設け

安全を確保するとともに、下方からの視線を遮るなどの配慮をすること。なお、強化ガラ

スを採用するなど、ガラスの衝突安全性を確保するとともに、飛散防止フィルム等によ

り、割れた際の安全性にも十分配慮すること。 

 

② 警備保安の充実 

・日中の不審者対策や休日及び夜間等における不法侵入防止に向けて、施設の保安警備に

留意した計画とする。施錠装置については原則すべての諸室に設けることとし、マスタ

ーキーシステム管理とすること。なお、オープンスペース型の教室についてはユニット

入口に施錠装置を設けること。 

・防犯上、適切な照明設備を設置すること。 

 

③ 災害時の指定避難所としての機能整備 

・校舎、屋内運動場は指定避難所としての利用を想定した構造・設備を有する施設とする

こと。 
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・物資の搬入経路、炊き出し・仮設トイレの設置スペースなどに配慮すること。 

・要支援者の滞在や感染症予防などにも対応できる個室の整備について考慮すること。な

お個室には空調設備を設置すること。 

・マンホールトイレを設置すること。設置箇所や個数はＢＣＰ計画条件と整合を行い、提

案による。 

・設備等の規模及び場所については本市危機管理課と十分な協議を行うこと。 

 

(12) 什器設置計画 
・特別教室等の収納について、アクリル板等の安全な資材を使用した透明な収納を設置し、

廊下側からも収納の中が見えることで、児童・生徒に好奇心、興味を持たせられるよう

な工夫をすること。 

・什器は転活用、新規購入の仕分けについて調査、協議、調整を行い図面に反映すること。 

・開校に当たって必要とされる什器リストを作成すること。 

・什器の調達、設置の範囲は、床等に固定された台や棚、備え付け什器のみとする。 

・その他の什器購入は別途発注を予定しているため、発注に係る書類作成等の支援を行う

こと。 

 

(13) 設計業務に関する各棟・諸室の要求内容 

本事業の設計業務対象施設は、「別紙資料6 諸室リスト」に示した施設とし、主な諸室の要

求内容について以下に示す。記載のない諸室及び仕様については、本市と協議のうえ、整備す

ること。 

① 校舎 

A 共通事項 

・自然素材を使用するなど、シックスクール対策を十分に施すこと。 

・設備は新しい学習、児童生徒の生活の場に対応できるものとし、備品についても新しい

学習、児童生徒の生活の場としての機能に配慮すること。 

・空調及び防音・吸音について工夫を施すこと。 

・児童・生徒数に応じ、適切な箇所に必要な蛇口数を考慮した手洗い場を設置すること。 

・室内の換気設備に配慮すること。 

・ＧＩＧＡスクール構想に準じた情報設備やネット環境を整備すること。 

・諸室の配置に適した日射遮蔽対策を施すこと。 

・諸室や廊下等の使用性等に配慮した照明・コンセント・弱電設備、空調、換気等を設置

すること。 

・室内の掲示板については、室内後方の壁全体を掲示スペースとして活用できるような仕

様にすること。 

 

B 普通教室 

・新JIS規格の広い机が配置できる広さ（普通教室として88㎡以上）を確保して、グルー

プワーク等がしやすい面積を確保すること。 

・学年毎にまとまったユニットを形成し、ユニット内は普通教室と、オープンスペース

（多目的スペース）を併設して計画すること。 

・Ｗ3600 以上のホワイトボード（スライド式）を設置すること。 

・教職員用収納棚、教材用ロッカーまたは教材庫（教材スペース等）を設置すること。 
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・児童・生徒用ロッカー（40名対応/室）、掃除用具ロッカーを設置すること。なお、掃除

用具ロッカーはオープンスペースに設置することを妨げるものではない。 

・タブレット保管庫(40名対応)を設置可能とすること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

・日課ホワイトボードを設置すること。 

・コートやジャンパーなどの上着が収納できる計画とすること。 

・中学生用教室には、部活動用具を収納できる大きなロッカーを設置すること。 

 

C 特別支援教室 

・障がいの種別に応じて、特別な指導を行うための教室とすること。 

・ユニット形状とし、まとまりのある配置とすること。 

・特別支援学級の教室は、児童の成長に合わせて分離する等、最適な配置を考慮すること。

また、障がいの特性を考慮し、災害時の避難の行いやすさなど、安全性を十分に確保で

きる位置（可能な限り低層階）に配置すること。 

・Ｗ3600 以上のホワイトボード（スライド式）を設置すること。 

・教職員用収納棚、教材用ロッカーまたは教材庫（教材スペース等）を設置すること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

・日課ホワイトボードを設置すること。 

 

D 少人数教室 

・学習内容や学習形態に応じて、多様な教育活動に柔軟に対応でき、少人数での利用を

想定した空間とすること。 

・児童・生徒数の変動に対応できるよう、普通教室等の多様な活動に柔軟に転用できる

よう可動式間仕切りとすること。 

・少人数教室２室を可動間仕切りにより必要に応じて普通教室１室として使用できるよう

にすること。 

・少人数授業用教室として、習熟度別・課題別など、少人数学習が効果的に行えるよう、

普通教室と同様の設備を整備すること。 

・学年ユニットに近接配置し、連携を取りやすくすること。 

・Ｗ3600 以上のホワイト（スライド式）ボードを設置すること。 

・教職員用収納棚、教材用ロッカーまたは教材庫（教材スペース等）を設置すること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

・日課ホワイトボードを設置すること。 

 

E 通級指導教室 

・児童・生徒数の変動に対応できるよう、普通教室等の多様な活動に柔軟に転用できるよ

う可動式間仕切りとすること。 

・通級指導教室２室を可動間仕切りにより必要に応じて普通教室１室として使用できるよ

うにすること。 

・ユニット形状とし、まとまりのある配置とすること。 

・通級指導教室は、児童の成長に合わせて分離する等、最適な配置を考慮すること。また、

障がいの特性を考慮し、災害時の避難の行いやすさなど、安全性を十分に確保できる位

置（可能な限り低層階）に配置すること。 
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・W3600以上のホワイトボード（スライド式）を設置すること。 

・教職員用収納棚、教材用ロッカーまたは教材庫（教材スペース等）を設置すること。 

・展示（掲示）スペースを設置すること。 

・日課ホワイトボードを設置すること。 

 

F 児童・生徒更衣室 

・児童・生徒が利用しやすい場所に配置すること。 

・プライバシー・防犯に配慮すること。 

・部活動による利用も想定すること。 

 

G 教材コーナー 

・学年毎の教材等を保管するスペースとして設置すること。 

・教育内容に即した教材が搬出しやすいように配置すること。 

 

H 理科室（準備室含む。） 

・準備室を併設し、実験薬品庫が適切に保管できる環境に配置すること。 

・ＩＣＴを活用した観察、実験の指導等を考慮すること。 

・理科室は３室とし、小学校用に１室を確保、中学校用は、単元ごとに実験器具や備品

が異なることから、理科室を２室確保する。 

・理科室は、自然採光の確保を考慮した配置とし、理科教室間との連携利用に配慮するこ

と。また、臭気の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。 

・それぞれに教職員用実験台を１台、児童用として５人掛けの実験台（作業台）を８台設置

すること。 

・児童・生徒用実験台（Ｈ750程度）は洗面と水洗対応（ホーロー仕様）とする。 

・準備室については、理科室から直接出入り可能とし、３室確保すること。 

・Ｗ4500 以上のホワイトボード（スライド式）を設置すること。 

・備品収納棚、掃除用具ロッカーを設置すること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

・中学校用は、ガスバーナーを用いた実験が行える仕様とすること。 

 

I 音楽室（準備室含む。） 

・音楽室は、十分に音響に配慮した計画とし、防音対策を講じること。 

・高音質スピーカー、音楽鑑賞を可能とする音響設備を設置すること。 

・音楽準備室については、音楽教室から直接出入り可能とすること。また楽器等を十分余

裕をもって収納できるよう計画すること。 

・教室後部に合唱段を２段設置すること。 

・Ｗ4500以上のホワイドボード（五線譜４段入り）を設置すること。 

・備品収納棚、掃除用具ロッカーを設置すること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

 

J 楽器庫 

・吹奏楽部の保管庫としての機能も持たせる広さを確保すること。 

 

K 図工室（準備室含む、生活科室を兼ねる。） 
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・児童の利用を想定し、低層階に配置すること。 

・図工室は制作作業に配慮し、汚れにくく清掃しやすい床仕上げとし、作品の収納、保管、

展示、鑑賞等を行う家具の設置ができるよう、十分なスペースを確保すること。また、

臭気や粉塵の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。 

・準備室については、共用部から直接出入り可能とすること。 

・図工室には作業台（Ｈ750程度）をそれぞれ９台以上設置すること。 

・手洗い場を設け、蛇口 10 箇所を設置すること。 

・Ｗ4500 以上のホワイトボード（スライド式）をそれぞれ設置すること。 

・掃除用具ロッカーを設置すること。 

・備品収納棚を設置すること。 

・生活科室を兼ねるため、生活科の授業ができる広さを確保すること。 

・生活科以外の授業にも多目的に利用することを想定すること。 

 

L 美術室（準備室含む。） 

・室内におけるデッサン、絵画制作等のため、採光に配慮すること。 

・作品展示スペース、作品の保存スペースを設けること。 

・臭気の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。 

 

M 技術室（準備室含む。） 

・作品展示スペース、作品の保存スペースを設けること。 

・工作機械の騒音、振動、埃等が他の教室に影響を与えないように配慮すること。 

・臭気や粉塵の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。 

 

N 家庭科室（準備室含む。） 

・家庭科室は２室設け、調理室１教室と被服室１教室とする。調理台については洗面と水洗

対応で家庭的なものとし、調理及び被服製作が可能なものとすること。 

・準備室については、家庭科室から直接出入り可能とすること。 

・準備室に冷蔵庫・洗濯機を設置するスペースを計画すること。 

・教職員用調理台を１台設けること。 

・児童用調理台（Ｈ750程度）を８台設置すること。 

・調理室はIHコンロ対応とする。 

・Ｗ4500 以上のホワイトボード（スライド式）をそれぞれ設置すること。 

・掃除用具ロッカーを設置すること。 

・ミシン等被服関係の備品収納棚と食器棚等調理関係の備品収納棚を設置すること。 

・換気に十分配慮した計画とすること。 

・排水は阻集器を介して排出すること。また、阻集器は点検及び清掃が容易にできる位置

に設けること。 

・調理室には給湯設備を設けること。 

 

O 図書室（司書室、PC含む。） 

・全学年が利用できやすいよう、各室、各ゾーンから訪れやすいように校舎の中央付近に

配置すること。 

・読書・学習・情報センターとしての役割を持たせる「ラーニング・コモンズ」を設置し、
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学校の知を示せる図書室とすること。 

・児童・生徒のその時々の状態に応じて居場所となり、自主的・自発的に学びや交流がで

きるスペースとすること。 

・図書室は、児童・生徒の様々な学習を支援する学習センター・メディアセンターとして

必要な情報を選択・活用できる場所として、机上だけでなく床に座って読書できるスペ

ースなども計画すること。また、その機能を有する機器及び設備も設置すること。 

・書架の閲覧のしやすさ、目の届きやすさに配慮すること。 

・汚れにくく、埃等を吸着しにくい床仕上げとすること。 

・紫外線対策を行うこと。また、書籍や展示品の劣化に関する対策を行うこと。 

・標準必要冊数以上を置ける書架設置及び学習スペースを確保すること。既存校では、各

校標準冊数の125～160％の蔵書を所蔵しており、蔵書の増減に対応できる書架とするこ

と。標準必要冊数については文部科学省学校図書館図書標準を参照すること。 

・備品収納棚、掃除用具ロッカーを設置すること。 

・貸出カウンターを設置すること。 

・書庫収納庫を整備すること。 

・高音質スピーカーやモニターなども映像音響設備を設置すること。 

・児童・生徒が立入らないスペースで図書の整理作業が行えるよう、司書室を設置するこ

と。 

 

P 多目的ホール 

・学年団が利用できるホールを整備すること。 

・多目的ホールは、他の学習空間と役割分担及び機能的に連携できるスペースとして設置

すること。小学校低学年・高学年、中学生などの発達段階による学習集団の編成の違い

などに応じた空間とし、調べ学習、発表会など多様な使い方に対応できる設備とするこ

と。 

・異学年交流をはじめとする多様な教育活動が展開できるよう、壁面Ｗ3600 以上のホワイト

ボード（スライド式・プロジェクター投影用スクリーン機能付き）とすること。 

・高音質スピーカーやモニターなども映像音響設備を設置すること。 

・掃除用具ロッカーを設置すること。 

 

Q 児童会・生徒会室 

・児童・生徒が協働で活動することを想定する。 

 

R 校長室 

・校長室は来賓のアプローチや職員室、事務室との動線に配慮すること。 

・備品収納棚を設置すること。 

・本棚を設置すること。 

・テレビ受信設備及びテレビ設置用の壁面取付金具を整備すること。 

・鏡付きの手洗い場を設けること。 

 

S 応接室 

・来客用の応接室を設けること。 

・応接室は来賓のアプローチや職員室、事務室との動線に配慮すること。 
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・備品収納棚を設置すること。 

 

T 職員室 

・屋外運動場等が見渡すことができ、緊急対応ができるよう、配置・動線に配慮すること。な

お、昇降口が見える位置に配置すること。 

・壁にガラスを設ける等、明るく開放的で、親しみのある雰囲気になるよう工夫すること。

また、職員室、校長室、印刷室、教職員更衣室においては情報保護及び情報セキュリ

ティ等の危機管理対策が容易にできるよう計画すること。 

・打合せスペース、教材収納スペースを備え、給湯室、休憩室、放送室及び印刷室を近接

させること。 

・校内設備を集中制御及び管理ができること。また、総合盤も設置すること。 

・壁面は可能な限りホワイトボードとし、小学校用と中学校用に連絡用ホワイトボードを

設置すること。 

・手洗い場を設けること。 

・備品収納棚、掃除用具ロッカーを設置すること。 

・テレビ受信設備及びテレビ設置用の天吊り金具を整備すること。 

・職員が行事予定等を共有できるよう、小学校用と中学校用にデジタルサイネージを設

置すること。 

・複合機２台が設置できるスペースを設けること。 

・ＯＡ床仕様とすること。 

 

U 事務室（受付） 

・事務室は、玄関に隣接して配置し、児童・生徒や来校者の管理に配慮できるよう計画するこ

と。また、校長室や教職員室との連携が図れるよう動線に配慮すること。 

・ホワイトボードを設置すること。 

・備品収納棚、掃除用具ロッカーを設置すること。 

・手洗い場を設けること。 

・複合機１台が設置できるスペースを設けること。 

・ＯＡ床仕様とすること。 

 

V 書庫 

・書籍保管用の書庫を設置すること。 

・通常金庫（耐火金庫ではない）設置のスペースを設けること。 

 

W 放送室 

・放送室は、防音に配慮すること。また、指導面において可能な限り職員室に近い位置に

配置すること。 

・各種放送設備を設置できる広さを確保すること。 

・校内放送設備を設置すること。なお、グラウンドなどの屋外放送も可能とすること。 

・掃除用具ロッカーを設置すること。 

・スタジオと操作室を設置すること。 

 

X 印刷室 
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・プリンターなどを設置する場所として計画すること。 

・印刷室はシュレッダー２台、裁断機１台、カラー輪転機３台、大型プリンター１台を設

置できるスペース及びコンセントを設けること。 

 

Y 職員更衣室・休憩室 

・職員間の日常的なコミュニケーションを誘発し、リフレッシュできるラウンジなどのス

ペースと合わせて整備すること。 

・男女別に計画し、ソファー等の家具の導入を考慮した空間とすること。 

・ロッカーを設置可能とすること。 

・職員室に可能な限り近い位置に配置すること。 

 ・給湯スペースとして流し台と給湯器を設置すること。 

・給湯スペースとして吊り戸棚を設置すること。 

・リラックススペースを設置すること。 

 

Z 保健室・シャワー室 

・管理諸室との連携が取れる位置に計画すること。 

・保健室登校の児童・生徒の想定や、検診等での脱衣が必要な際に使用できるよう、保健

室内に小部屋を計画すること。 

・保健室は、屋外運動場等が見渡すことができ、救急車等の緊急車両が寄り付けることが

できるよう、グラウンドに面した場所に配置とし、緊急車両の進入も含めて緊急対応が

可能なように、配置・動線に配慮すること。 

・保健室は、可動間仕切りなどにより多様な形態での使用ができるよう計画すること。屋外

に面した部分には足洗い場を設けること。 

・車輪付きベッド、折りたたみ式ベッド、ベッド用間仕切りカーテン、収納庫・物入れ

（布団収納等）、シャワー・脱衣コーナー手洗い場、給湯器、洗濯機等を設置し、洗濯

物や布団の干し場について計画すること。また、出入り口は搬送用ベッドが容易に出入

りできる大きさとすること。 

・オストメイト機能と有する設備を設置すること。 

・保健室は、多様な利用があることを考慮し、相談スペースを設けること。 

・掃除用具ロッカーを設置すること。 

・児童・生徒や保護者のカウンセリング等を行う場所としてソファーを配置可能とし、利

用するうえでプライバシーに配慮すること。 

・ＡＥＤを設置すること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

・連絡用ホワイトボードを設置すること。 

 

AA 医療的ケアスペース 

・日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが必要不可欠で

ある児童・生徒用のスペースとすること。 

・看護師等が安全かつ適切に医療的ケアを実施し、救急車等の緊急車両が寄り付けること

ができるよう、グラウンドに面した場所に配置すること。 

・クールダウンスペースとしても利用する。 
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AB 教育相談室（三者面談対応、保護者対応） 

・相談者のプライバシーを配慮する等、カウンセリングしやすく落ち着いた雰囲気とする

こと。 

・児童・生徒が立ち寄りやすく、保健室と連携可能な配置とすること。 

・保護者の動線を考慮した場所に配置すること。 

 

AC 教育支援センター 

・センターに通う生徒に配慮し、人通りの少ない場所に配置すること。 

・教育支援センターを可動間仕切りにより必要に応じて教育支援センター２室として使用

できるようにすること。 

 

AD 技能員室（作業室） 

・学校施設、教育環境の整備などの用務に従事する職員の諸室とすること。 

 

AE 会議室 

・Ｗ3600 以上のホワイトボード（スライド式）を設置すること。 

・会議室は、学年会議、教職員の会議、ＰＴＡの会議の使用など、多目的に利用できるよ

うに、可動式間仕切りを設置し２室一体で大会議室と利用できる様にして、70人～80人

程度収容できる計画とすること。 

・掃除用具ロッカーを設置すること。 

・展示(掲示)スペースを設置すること。 

 

AF サブアリーナ（放送室・器具庫含む。） 

・校舎と一棟もしくは別棟とする。別棟とする場合は、校舎からサブアリーナは渡り廊下で

接続することとし、屋根、壁付き等により風雨が凌げるよう整備すること。 

・競技ができるミニバスケットコート（ゴールなし）22ｍ×12ｍ、バドミントンコートの１

面を設置し、天井高については７ｍ以上とすること。壁及び柱については、緩衝材を設け

る等、児童・生徒の衝突等による怪我を防止するよう配慮すること（独立した柱を設けな

いこと）。 

・振動・騒音障害対策に十分配慮するとともに、安定した自然採光や風通し（自然換気）、

強制換気が可能なよう計画すること。 

・空調設備を設置すること。 

・器具庫（１室）については、十分なスペースを確保し、換気に十分配慮すること。棚等

を適宜設置し、物品の出し入れが容易にできるよう計画するとともに、壁や柱に物品が

衝突しても容易に壊れないよう配慮すること。 

・放送設備（放送室）、音響設備を設置すること。 

・照明設備は、全てＬＥＤを採用し、主室照明のみ調光機能付きを基本とすること。また、場

内が暗転できるよう設えること。 

・別棟で計画とした場合、トイレ（バリアフリートイレ含む。）を設置すること。 

・別棟で計画とした場合、トイレは全て洋式とすること。 

 

AG 昇降口 

・安全かつ円滑に出入りすることができる規模を確保すること。 
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・障がいのある児童・生徒、教職員および地域関係者、障がい者等の利用に支障をきたさ

ないよう配慮すること。 

 

AH メモリアルスペース 

・学校を訪れた人の目に留まる場所を考慮した配置計画とすること。 

・ギャラリー（展示スペース）は、展示品などへの照明器具の演出性やフレキシビリティ

性、電源などの対応ができる設備を設置すること。 

・東部小学校から市にて移設する日本画（825ｍｍ×807ｍｍ）を展示するため、壁補強を

見込むこと。 

・メモリアルスペースとしての収納棚を設置すること。 

 

AI 施設面での特色あるスペース 

・発表や討論などの様々な教育活動に活用できるような空間を計画すること。 

・普通教室や特別教室、職員室とは異なる空間とし、子どもたちが自然と集まり、新たな

出会いや交流が生まれる場となるような場所となるよう計画すること。 

・映像音響設備を設置すること。 

 

AJ 共用部（廊下、階段など） 

 ・廊下や階段は学習可能な空間となるよう計画すること。 

・怪我や障がいのある児童・生徒を考慮し、安全かつ円滑な移動が可能となるよう配慮す

ること。 

・共用部においては、児童・生徒が一日の大半を過ごす生活の場として、生活機能の充実に加

え、美しく豊かでゆとりのある環境づくり（子どもの居場所づくり）を行うこと。自然採

光を採り入れ、色彩や作品展示等による演出（照明や映像音響などの設備を含めた演出）

等、安らぎの空間となるよう計画するとともに、手洗い場と併せて居住性に留意するこ

と。 

・廊下、ホール及び階段等については、空間的に開放感をもたせるとともに、避難時を想

定した安全かつ十分にゆとりのある計画とし、各諸室並びに各階を合理的、機能的に結

合するよう配慮すること。 

・廊下は、作品等を展示できるように設え、児童の憩いの場として演出（照明や映像音響など

の設備を含めた演出）すること。また、廊下壁については、車いす等に対する壁面保護材を設

置すること。 

・教材室及び倉庫については、各諸室との関連性を考慮し、各階に適切に配置すること。ま

た、換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易にできる

ように計画すること。 

・屋上スペースは児童・生徒が遊ぶスペースの要求はなく、教師同伴での街並みを望む程

度利用なら可とする。 

 

AK エレベーター 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）」

の建築物移動等円滑化誘導基準に準拠した一般用エレベーター（車いす対応型 ロープ

式機械室レス 定員 13 人、乗用）を １基を設置すること。 

・エレベーターは、エレベーター利用、動線に配慮した配置とすること。 
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・かご内に防犯カメラを設置すること。 

 

AL 職員・来客用玄関 

・安全かつ円滑に出入りすることができる規模を確保すること。 

・障がいのある児童・生徒、教職員および地域関係者、障がい者等の利用に支障をきたさ

ないよう配慮すること。 

 

AM 職員・来客用トイレ、児童・生徒用トイレ、バリアフリートイレ 

・バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮すること。 

・災害発生時を見据え、非常時にも十分に対応可能な規模・設備とする。ロッカーを設置

可能とすること。 

・トイレは全て洋式とし、手洗い自動水栓、小便器は個別自動洗浄小便器を使用し、省エ

ネルギー・省資源に配慮した器具を採用すること。 

・手洗い設備は共用部に設けることで広さの確保を工夫すること。 

・トイレは、快適性に配慮し、屋内トイレは乾式仕上げとするとともに、適切な便器数を男子

用と女子用それぞれ確保すること。 

・各階に男子用及び女子用トイレ、手洗い場を配置すること。 

・男子用トイレの小便器には、仕切りを設けること。 

・バリアフリートイレは各階に１箇所ずつ、男子用及び女子用トイレとは別に配置し、汚垂

に配慮すること。なお、バリアフリートイレはオストメイト対応とし、汚物流し（壁付）、

鏡、紙巻器、シャワー（シングルレバー混合水栓）、水石鹸入れ等を設けること。 

 

AN 配膳室（１階受入部および各階） 

 ・児童・生徒への受け渡しまで安全・衛生的に保管するとともに、安全・効率的に

受け渡しができるよう学校用エレベーターまたは配膳室専用小荷物専用昇降機付近

の位置に配置すること。配膳時動線について、学校用エレベーターと兼用か、配膳室

専用小荷物専用昇降機設置かは提案による。 

・給食配送車搬出入の利便性を考慮したゾーニングとすること。 

・給食配送車両の２ｔトラックワイド１台が駐車できるスペースを隣接した外部に確保す

ること。 

・配膳車は、通り道となる床が破損しやすいため、配膳室から各教室への運搬の際の動線

距離や床材の材質に配慮すること。 

・設計段階において、保健所や市内学校栄養士等の関係者の助言及び意見を取り入れ、整

備すること。 

 

AO 倉庫 

・安全な動線と作業スペースを確保すること。 

 

AP 倉庫（グラウンド用） 

・グラウンドの整備が容易となるよう物品を運搬しやすい配置とすること。 

 

AQ ゴミ置場 

・校舎棟内に設置して、日々の搬出入のしやすさに配慮した配置とすること。 
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AR 電気室 

・外部からのメンテナンスが容易な位置に配置すること。 

 

AS 機械室 

・外部からのメンテナンスが容易な位置に配置すること。 

 

② 屋内運動場 

校舎と一棟もしくは別棟とする。別棟とする場合は、校舎から屋内運動場は渡り廊下で接続

することとし、屋根、壁付き等により風雨が凌げるよう整備すること。 

A 体育室（メインアリーナ） 

・競技ができるバスケットコート（ゴール付き）、ミニバスケットコート（ゴール付き）、

バレーコート、バドミントンコートの２面を設置し、天井高については７ｍ以上とする

こと。壁及び柱については、緩衝材を設ける等、児童・生徒の衝突等による怪我を防止

するよう配慮すること（独立した柱を設けないこと）。 

・バスケットコート（ゴール付き）、バレーコート、バドミントンコートの各競技は、体育

室（メインアリーナ）全体を使用して１面でも利用できるよう設置すること。 

・振動・騒音障害対策に十分配慮するとともに、安定した自然採光や風通し（自然換気）、

強制換気が可能なよう計画すること。 

・空調設備を設置すること。 

・地域開放して利用できること。 

・災害時の相互利用を考慮し、屋外運動場の近傍に配置すること。 

・器具庫（２室）については、十分なスペースを確保し、換気に十分配慮すること。棚等

を適宜設置し、物品の出し入れが容易にできるよう計画するとともに、壁や柱に物品が

衝突しても容易に壊れないよう配慮すること。 

・照明設備は、全てＬＥＤを採用し、調光制御機能付きとすること。また、場内が暗転でき

るよう設えること。 

・ステージを設置し、上部にはメンテナンス用のキャットウォークを設けること。 

・音響設備を設置すること。 

・ＡＥＤを設置すること。 

 

B ステージ 

・ステージ上部には、必要とするバトンが設置できる奥行を設けるとともに、ステージ下

部に椅子を収納できるようにすること。 

・バトンは舞台照明用、スクリーン用及び幕用のバトンを設置し、全て電動昇降式とする

こと。 

・ステージ両脇からキャットウォークに往来できる階段を設置すること。 

・ステージ前面、中間、後方に幕を設置すること。前面の幕は電動により開閉できるよう

にすること。 

・中間幕の手前に収納のできるスクリーンを設け、対応する固定式プロジェクターを設け

ること。 

・設備機器はボール等が当たり破損しないよう対策をすること。 

・ステージ控室（１室）を設けること。 
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C 放送室・操作室 

・放送室は、防音に配慮すること。 

・各種放送用の映像音響設備を設置すること。 

・スタジオと操作室を設置すること。 

 

D 器具庫 

・器具庫は２室設け、各室に備品収納棚を設置すること。 

 

E 倉庫 

・備品収納棚を設置すること。 

 

F 防災倉庫 

・防災備品収納棚を設置すること。 

 

G 体育館用玄関・通路 

・地域開放を考慮した位置に設け、セキュリティに配慮すること。 

 

H 武道場 

・柔道・剣道と同じ場所で兼用できる多目的に使用できる計画（畳を後設置）とすること。

部活動は剣道のみで柔道はないので、剣道と柔道の同時使用はない。 

・設備機器は竹刀等が当たり破損しないよう対策をすること。 

 

I 部室 

・１室10名程度分の壁面ロッカー（着替え等が入る程度の十分な大きさを確保）を設ける

こと。 

 

J トイレ、バリアフリートイレ 

・トイレ（バリアフリートイレ含む。）を設置すること。消去 

・トイレは全て洋式とし、手洗い自動水栓、小便器は個別自動洗浄小便器を使用し、省エ

ネルギー・省資源に配慮した器具を採用すること。 

 

 

③ 仲よし教室（放課後児童クラブ） 敷地内に整備し、敷地出入口からアクセスしやすいよう保

護者の送迎に配慮した配置とすること。なお、放課後児童クラブの想定児童数等は次表のとおりで

ある。 

想定児童数 支援の単位数 指導員数 

129 3 15 

 

A 保育室 

・１単位72㎡（静養スペース除く）として、３室程度確保できる広さとすること。 

・各室に50名程度分の壁面ロッカー（ランドセル、水筒、着替え等が入る程度の十分な大

きさを確保）を設けること。 
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・壁は、上部半面の掲示が可能な仕様にすること。 

・床は床座り可能で、クッション性及び底冷え対策を考慮及び清潔に保てる衛生管理が行

いやすいものとすること。 

・備品として、事務用デスク2台、プリンター等事務機器、入退室管理用カードリーダー、

書類収納用キャビネット、冷凍冷蔵庫500Lサイズ1台を、各室に設置できる仕様とする

こと。 

 

B 休憩室兼倉庫  

・休憩室兼倉庫は、10㎡×1室とする。 

・出入口は施錠可能な仕様とすること。 

・勤怠管理設備用の電源及びインターネット回線を用意すること。 

 

C 男子トイレ、女子トイレ、手洗いスペース 

・男女別トイレを設けること。 

・長期休暇時（朝８時から午後６時30分開所）の使用も考慮した個数を確保すること。 

・手洗い場は、一度に多くの児童が利用できるよう、可能な限り多くの蛇口を設置するこ

と。 

・トイレは全て洋式とし、手洗い自動水栓、小便器は個別自動洗浄小便器を使用し、省エ

ネルギー・省資源に配慮した器具を採用すること。 

 

D 玄関・廊下等 

・通常使用する出入口は１か所とし、非常時に建物外に避難できる非常口等を別に設ける

こと。 

・段差等が生じる場合は、スロープ及び手摺を設け、バリアフリーとすること。 

・玄関前には庇及び屋外照明（タイマーもしくは人感センサーによる制御）を設けること。 

・玄関扉は自動扉以外のもので、インターホンを設置すること。 

・想定児童数及び指導員数程度の下足入れ、傘立てを設置すること。 

・掲示板、掃除用具入れを玄関に近い位置に設置すること。 

・玄関外に手洗い、足洗い場を設置すること。 

 

④ 屋外運動場 

A グラウンド 

・200ｍトラックを設置すること。 

・サッカーゴール２基（移動式）を配置すること。 

・表層土の入替等のグラウンド舗装工を行うこと。使用する土は、排水性を考慮したうえで

風に飛ばされ難い土質のものを使用し、必要であれば、周辺地域への飛散防止策を講じ

ること。表土については、水はけがよく、砂の流失や硬化の起こりにくいものとするこ

と。また、礫の混合がなく雑草の生えにくい性質のものとすること。 

・排水は、暗渠排水とし、目詰まりしにくく排水性のよいものとし、車両の乗り入れも想

定し、耐圧性のすぐれたものを設置すること。なお暗渠排水の仕様は事業者提案とする。 

・砂場を設置すること。 

・メイングラウンド付近に体育倉庫（用途や種類別に整理可能なもの）、水飲み場、屋外

トイレ（男子便所、女子便所、バリアフリートイレを含む。）及び散水栓等を適切に設置



42  

すること。なお、不審者等への対策についても考慮すること。 

・国旗掲揚塔（２本分）を設置すること。 

・「別紙資料11 防球ネット範囲図」に示す位置に高さ12ｍの防球ネットを設置すること。 

・ポール型の屋外照明を設置し、セキュリティ及び不審者対策に十分配慮すること。 

・屋外の清掃等のため、屋外コンセント、水栓を適切に配置すること。 

・屋外散水栓については、一つの散水栓の散水範囲を半径20mとし、外構全域を包含でき

るように計画すること。 

・朝礼や運動会など各種学校行事や催し物用の電源（電源盤等）、通信、マイク、スピー

カー及びアンプ等の音響設備を設置すること。 

・雨水の処理については、水溜りや冠水が起きないよう配慮すること。 

・排水は、暗渠等による雨水の敷地外排水とあわせて、雨水流出量の抑制と平滑化を図る

こと。 

・その他、学校行事において必要な設備を設けること。 

 

B 遊具 

・児童等が安全に遊べる小学生用砂場、小中学生用鉄棒、遊具（ジャングルジム、登り棒、

ブランコ等）を配置すること。遊具の設置に当たっては、安全領域を確保すること。 

・職員室や保健室に近い位置に配置する。 

 

C 屋外倉庫 

・滑車等を利用して、体育用具の持ち運びが可能となるよう屋外運動場に高低差の無いよ

うに設置する。 

・テント１７張りを縦置きで保管できる構造とすること。 

・出入口の扉は上釣りとし、砂等による不具合がない構造とすること。 

・石灰庫４㎡程度を設けること。 

・収納する物品は、「別紙資料6 再編新校屋外倉庫収納物品一覧」に記載の物品を移設数欄に記

載の数を収納する。移設は市にて行う。 
 

D 仮設グラウンド 

・ドッジボール、50ｍ走（直線）が可能な計画とすること。 

・小学生用砂場を設置すること。 

・小中学生用鉄棒を配置すること。 

・石灰庫４㎡程度を設けること。 

・仮設グラウンドの位置や、そのまま本設のグラウンドとして使用などは、提案によ 

る。 

 

⑤ 駐車場などのその他外構 

A 駐車場等 

・駐車場は、円滑かつ安全な出入りに配慮するとともに、不審者の侵入防止等の観点から

死角の少ない場所に配置すること。 

・20台以上（うち身体障がい者用２台程度）の駐車場を整備すること。また保護者送迎は

不可とするが、通学用タクシーや仲よし教室送迎等に考慮した提案も行うこと。 

・駐車場内の安全性を十分に配慮した駐車場用屋外照明を設置すること。駐車場用屋外照
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明は防犯性にも配慮した計画とすること。 

・屋根付き駐輪場（80台分）を整備すること。 

 

B 正門 

・既存南側の校門等の出入り口を活用することをベースとして検討すること。また、施錠

可能な門扉を設置すること。 

・校門及び門柱を適切に配置し、門柱には校名を明記すること。 

・校門等には、「許可のない者の進入を禁止する」等の看板を設置するなど、防犯・安全管

理上、必要な機能を持たせ、児童生徒の安全を確保するよう配慮すること。 

・児童・生徒用の昇降口は、雨具、外履き及び内履きの保管、履替えの効率性や水滴の内

部床への飛散、風の吹き込み、下足の土の持ち上がり対策等に配慮し、適切に配置すること。

学校の『顔』としての演出を期待する。 

・５段式の下足箱を設置し、昇降口廻りの傘立てについては、全員分収納できるよう計画す

ること。 

・来客用玄関を設置すること。 

 

C 園芸スペース 

・学びの一環として児童が育てられる鉢やプランターを置けるスペースを、低学年教室か

ら利用しやすい位置に設けること。児童自ら水やりするための水まき用水栓を設置する

こと。土は不要とする。 

・水まき用水栓を設置すること。 

・地流しを設置すること。 

 

D 植栽 

・現在植栽してある樹木の内、限られた敷地を効率的に活用するために必要があるもの及

び大木となっているものについては伐木して差し支えない。ただし、地盤が脆弱化しな

いように留意すること。 

・新たに植樹することは想定していないため、木の成長等将来的な管理にも配慮し、既存

の樹木を活かしつつ、施設と植栽（花壇も含む）において空間的な演出を行うこと。 

・水まき用水栓を設置すること。 

 

E その他 

・当該敷地内にポール型の屋外灯を設置し、セキュリティ及び不審者対策に十分配慮する

こと。 

・農具、園芸用具、技能員用具等を保管できる技能員室を設置すること。 

・ゴミ置場は有蓋とし、本市の分別方法及び収集内容に対応するものであること。それぞ

れ十分なスペースを確保するとともに、収集車と児童の動線に配慮した計画とすること

とし、必要規模を用意すること。 

・屋外機等の置き場については、音や臭気、景観、雪害、凍結等に配慮すること。 

・屋外運動場以外の校地周囲は、「許可のない者の進入を禁止する」等の看板を設置するな

ど、防犯・安全管理上、必要な機能を持たせるとともに、緊急車両及び進入許可車両等

の出入に支障をきたさぬよう配慮すること。 

・必要に応じて、屋外運動場に大型バスや保護者送迎車両が乗入できるよう、通用門を設
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けること。 

・屋外の清掃等のため、屋外コンセント、水栓を適切に配置すること。 

・屋外散水栓については、一つの散水栓の散水範囲を半径20mとし、外構全域を包含でき

るように計画すること。 

・アプローチや屋外通路等は、バリアフリー対応とし、主要な部分は、美観にすぐれ排水

性のよい仕上げとすること。 

・雨水の処理については、水溜りや冠水が起きないよう配慮すること。 

・構内舗装・排水の設計に当たっては、「構内舗装・排水設計基準」に記載されるも

のと同等以上にあることを原則とすること。 

・舗装の種類の選定に当たっては、景観等への配慮、排水負担の軽減などに考慮すること。 

・構内排水は、暗渠等による雨水の敷地外排水とあわせて、雨水流出量の抑制と平滑化を図

ること。 

 

(14) 解体撤去設計に関する要求内容 

本事業の解体撤去施設は「第 1 基本事項 4.業務の概要 (5)対象業務表」に示した施設を

対象とする。また、以下に記載する条件等は本市が想定している基本的な要件等であり、事業

者の提案を妨げるものではない。これらについては、本市と協議し、最終決定することとす

る。 

・解体撤去対象施設におけるアスベスト含有事前調査の実施については、事前調査を行い、

アスベスト含有が認められた施設については、飛散防止対策を含めた設計を行うこと。 

・樹木、花壇、屋外排水設備、便槽、電気設備や機械設備等については撤去を行う。 

・樹木、記念碑等の撤去及び移設についても本業務にて行うこと。 

・解体方法については、解体施設等の規模・構造・形状、立地条件、周辺規制、道路事情、

安全対策、搬出（リサイクル）計画、仮設道路や経済性等を総合的に検討すること。 

・既存杭及び基礎等は撤去すること。 

・解体撤去対象施設内の既存什器等の新校舎への移設は本市にて行う。 

 

(15) 設計業務遂行に関する要求内容 
① 業務の対象範囲 

設計業務は、本施設、外構、既存施設の整備等を対象とし、基本計画及び本書に基づい

て、設計業務を行うこと。また、事業者は次の内容を遂行すること。 

・設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成すること。 

・業務の進捗状況に応じ、本市に対して定期的に報告を行うこと。 

・事業契約締結後、速やかに電波障害調査を行うこと。 

・業務に必要となる測量調査、地質調査（一部実施済み）等について、事業者の責任で行

い、関係法令に基づいて業務を遂行するものとする。 

・「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）最新版」

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、社団法人公共建築協会編集・発行）に準拠し、

その他については日本建築学会制定の標準仕様書を基準に業務を遂行するものとする。 

・積算業務は、工事内訳書、積算数量調書をエクセルデータ及びＰＤＦにて作成すること。

その他の内容については必要に応じて本市と協議すること。なお、本事業は、義務教育

施設整備に係る補助金の交付を受けるため実施設計の工事内訳書については、項目ごと



45  

に補助対象部分とその他を明確に区分すること。 

・各種申請等の手続きに関係する機関との協議内容を本市に報告するとともに、必要に応

じて、各種許認可等の書類の写しを提出すること。 

・図面、工事内訳書等の様式、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、本市の指示を受

けること。また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合して作成し、各々一連の整理番号を

付けること。 

・本市が議会や市民（近隣地区住民も含む）等に向けて設計内容に関する説明を行う場合

や補助金の申請を行う場合等において、本市の要請に応じて図面の作成等、必要な資料

を作成し、説明に関して協力すること。 

・本書と同等以上の提案を行う場合は、本市と協議すること。 

 

② 業務期間 

設計業務の期間は、設定された本施設の供用開始時期に間に合うように事業者が計画するこ

と。事業者は、関係機関と十分協議したうえで、事業全体に支障のないよう設計スケジュー

ルを調整し、本業務を円滑に推進するよう期間を設定すること。 

 

③ 設計体制と管理技術者等の設置・進捗管理 

事業者は、設計業務の管理及び統括等を行う設計管理技術者及び各主任技術者を配置すること。

詳細は坂出市再編新校（前期）整備事業設計施工一括発注プロポーザル実施要項（以下「本要

項」という。）による。設計体制と合わせて設計着手前に次の書類を提出すること。また、設

計の進捗管理については、事業者の責任において実施すること。 

・着手届 

・設計管理技術者届及び主任技術者届（設計経歴書を添付のこと。一級建築士の免許を有

すること。） 

・担当技術者・協力技術者届 

 

④ 設計計画書及び設計業務完了届の提出 

事業者は、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、本市の承諾を得ること。なお、

設計業務が完了したときは、設計業務完了届を提出するものとする。 

 

⑤ 周辺インフラとの接続 

A 接続道路 

敷地との接続箇所は、基本計画を想定しているが事業者の提案も認める。契約後速やかに本

市建設課と協議・調整を行うこと。 

 

B 上水道 

現況での接続（敷地北、北西側）を継承することを想定しているが、事業者の提案も認める。

契約後速やかに香川県広域水道企業団と協議・調整を行うこと。 

 

C 下水道 

敷地南側への接続を想定しているが、事業者の提案も認める。契約後速やかに本市の都市整

備課との協議・調整を行うこと。 
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D 電力 

引き込み方法等については、事業者が電気供給事業者との確認、調整を行ったうえ、事業

者の提案による。また、受変電設備等については、適切に整備すること。 

 

E 電話 

引き込み方法等については、事業者が電気通信事業者との確認、調整を行ったうえ、事業者

の提案による。 

 

⑥ 調査業務に係る書類の提出 

調査業務完了時に次の成果物を提出すること。本市は内容を確認し、その結果是正箇所があ

る場合には是正したものを提出すること。 

・測量調査報告書    １部 

・地質調査報告書    １部 

・家屋調査報告書（事前・事後別冊とする） １部 

・電波障害調査報告書    １部 

・アスベスト含有事前調査報告書  １部 

・ＰＣＢ含有調査報告書    １部 

・上記全ての電子データを格納した ＣＤ-Ｒ １部 

 

⑦ 本施設の基本設計完了時の提出物 

基本設計の完了時に次の資料を各1部提出すること。本市が行う内容確認の結果、更正箇所

があった場合は更正したものを提出すること。 

A 配置計画（敷地全体） 

・配置計画図（駐車場、外構、インフラ関係） 

B 建築（総合）基本設計（新築施設） 

・計画説明書（基本性能について） 

・配置計画図（対象施設の詳細配置計画図） 

・各階平面計画図 

・立面計画図（各面） 

・断面計画図（２ 面以上）、矩計計画図（主要部分） 

・仕上げ計画図 

・面積表及び求積図 

・必要什器対応計画書（移設、業務対応、購入概算費等） 

・新規購入、転活用、廃棄家具・什器リスト 

・引越し物量表・搬入ルート・養生範囲図 

C 建築構造基本設計（新築施設） 

・構造計画概要書 

・各種技術資料 

D 電気設備基本設計（新築施設） 

・電気設備計画概要書 

・電気設備計画図（系統図、主要機器配置図） 
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・各種技術資料 

E 機械設備基本設計（新築施設） 

・機械設備（空調、給排水衛生等）計画概要書 

・機械設備計画図（系統図、主要機器配置図） 

・各種技術資料 

F 工程計画 

・工程計画書 

G 概算費用 

・工事費概算書 

H 基本計画整理時打合せ 

・打合せ記録  

・要求水準書との整合性状況報告書 

I その他必要な資料 

・上記 Ａ～Ｅの ＣＡＤデータ及び Ａ～ＩのＰＤＦ データを含む全ての電子データを格納

した ＣＤ-Ｒ １ 部 

※ＣＡＤデータは ＪＷ_ ＷＩＮ 形式とする。 

 

⑧ 本施設の実施設計完了時の提出物 

実施設計の完了時に次の資料を提出すること。本市は内容を確認し、その結果更正箇所があ

った場合は更正したものを提出すること。 

A 実施設計図 

・ＣＡＤ データ、ＰＤＦ（Ａ３ 縮小版）  １式 

・二つ折り製本（Ａ３ 縮小版）   ２部 

B 構造計算書      １部 

C 設備関係容量計算書等    １部 

D 工事内訳書、数量調書    １部 

E 外観パース ２ 面（着色、額入り(Ａ２ 程度）） ２部 

F 見積書       １部 

G 各種申請書類      １部 

H 仮設図（検討資料含む。）    １部 

I 要求水準書との整合性確認報告書   １部 

J 打合せ記録      １部 

K 模型 

L 説明用映像コンテンツ 

M その他本市が指示する書類 

N Ａ～Мの ＣＡＤデータ及びＰＤＦ データを含む全ての電子データを格納したＣＤ－Ｒ 

１部 

※ＣＡＤデータは ＪＷ_ ＷＩＮ 形式とする。 

※設計、施工を一括で業務を行う施設が対象 

 
【実施設計図の図面一覧】 

建築（意匠）図 
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・表紙図面リスト 

・特記仕様書 

・位置図 

・求積図 

・建物内外仕上げ表 

・各階平面図 

・立面図 

・断面図 

・天井伏図 

・矩計図 

・階段、便所など各平面詳細図 

・各展開図 

・各詳細図 

・各家具詳細図 

・建具配置図 

・建具リスト図 

・屋外付帯配置図、詳細図 

・サイン計画図 

・外構図（植栽等含む。） 

・その他必要図面   

構造図 

・特記仕様書 

・標準図（ＲＣ造配筋標準図、鉄骨造標準図） 

・各詳細図 

・杭等工事の仕様書 

・ボーリング位置図 

・土質柱状図 

・杭等伏図 

・基礎伏図 

・各階伏図 

・軸組図 

・各部材リスト 

・その他配筋図 

・架構図 

・その他必要図面 

電気設備図 

・表紙図面リスト 

・特記仕様書 

・位置図 

・配置図 

・幹線系統図 

・各階配線図（幹線、動力、差込記入、分電盤結線図） 
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・各階配線図（電灯記入、凡例含む。） 

・照明器具姿図 

・弱電系統図 

・火災報知器系統図 

・各階配線図（火災報知器） 

・その他必要図面 

機械設備図 

・表紙図面リスト 

・特記仕様書 

・位置図 

・配置図 

・配管横断図 

・各設備系統図 

・各階平面図 

・各平面詳細図 

・昇降機詳細図 

・衛生器具リスト 

・機器リスト 

・屋外付帯配置図 

・その他必要図面 

 

【容量計算書の内容】 

電気設備 

・電灯、電力の負荷計算書及び変圧器容量計算書 

・幹線容量計算書 

・短絡容量計算書 

・照度計算書（非常照明含む。） 

・放送の増幅器計算書 

・テレビ共聴減衰量計算書 

・避雷針、テレビアンテナ、ポール等の風圧計算書 

・機器等耐震検討計算書 

機械設備 

・給水計算書 

・排水計算書 

・消火設備容量計算書 

・給湯容量計算書 

・騒音・防音計算書 

・光熱水費計算書 

・給排水、消防関係事前協議書等 

・機器等耐震検討計算書 

 

⑨ 解体撤去実施設計完了時の提出 

解体撤去設計の完了時に次の資料を提出すること。本市が行う内容確認の結果、更正箇所が
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あった場合は更正したものを提出すること。 

A 実施設計図 

・ＣＡＤ データ、ＰＤＦ（Ａ３縮小版）  １式 

・二つ折り製本（Ａ３ 縮小版）   ２ 部 

B 工事内訳書、数量調書    １部 

C  見積書       １部 

D 各種申請書類      １式 

E 仮設図（検討資料含む。）    １部 

F 打合せ記録      １式 

G その他本市が指示する書類 

H 上記Ａ～ＧのＣＡＤ データ及び ＰＤＦ データを含む全ての電子データを格納したＣＤ-Ｒ

１部 

※ＣＡＤ データは ＪＷ_ ＷＩＮ 形式とする。 

※構造計算書、設備関係容量計算書等は作成した場合のみ提出する。 

 

⑩ 設計業務に係る留意事項 

本市は、必要に応じ、設計の検討内容について事業者に随時聴取することができるものとす

る。なお、事業者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに本市から提供を受けた関

連資料を、当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。 

 

⑪ 設計変更について 

本市は、必要がある場合、事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ、事業者の提案を逸

脱しない範囲内で、設計変更を要求することができる。その場合、当該変更により事業者に追

加費用（設計費用のほか工事費等）が発生したときは、本市が当該費用を負担するものとする。

一方、本事業費の費用に減少が生じたときは、本事業の対価の支払額を減額するものとする。 

 
５. 施工業務  

(1) 業務の対象範囲 

事業者は、実施設計図書、本書、入札時の提案書類等に基づいて、本施設の施工業務を行

うこと。 

 

(2) 業務期間 
① 業務期間 

「第 1 基本事項5.事業スケジュール（案）」を参照すること。 

 

② 業務期間の変更 

事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期の延長を必要

とし、その旨を請求した場合は、本市と事業者が協議して決定するものとする。 

 

(3) 業務の内容 
① 基本的な考え方 

・「第 1 基本事項 ４.業務の概要 (5)対象業務表」に定める事業者が実施する業務は、事
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業者の責任において実施すること。 

・施工業務に当たって必要な関係機関との協議に起因する遅延については、事業者がその

責めを負うものとする。 

 本市が実施する近隣地区住民への説明等に起因する遅延については、本市がその責めを

負うものとする。 

・工事に要する給水及び電気は、工事用仮設とし、事業者の責により引き込むこと。また、

使用料等は事業者の負担とし、各供給事業者に直接支払うこと。 

・引き渡しまでに係る一切の費用については全て事業者の負担とする。 

 

② 工事計画策定に当たり留意すべき項目 

・関連法令等を遵守し、関連要綱及び各種基準等を参照にして適切な工事計画を策定する

こと。 

・騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞及びその他建設工事が近隣地区住民の生活環境

に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。 

・近隣地区住民への対応について、事業者は本市に対して、事前及び事後にその内容及び

結果を報告すること。 

・近隣地区住民に対して工事内容、作業時間の周知徹底を図ること。 

・工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、振動等）を最小限に抑えるための工夫を

行うこと。特に建設予定地は、工事期間中も小学校での教育活動が継続して行われてい

ることや、住宅地に隣接していることから、工事計画の策定に当たっては、学校の運営

状況を踏まえ、工種や施工時間帯等を検討し、建設工事による騒音や振動等により、学

校及び地域住民へ与える影響が最小限となるよう配慮すること。 

・建設予定地内にある既存屋内運動場は工事期間中も利用するため、利用者の安全な動線

を計画すること。 

 

③ 着工前業務 

A 各種申請等 

・解体撤去工事着工前に、アスベスト含有事前調査結果を基に、環境省の「石綿事前調査

結果報告システム」により事前調査結果の報告を行うこと。 

 

B 近隣対応・対策等 

・着工に先立ち、近隣地区住民との調整、建築準備調査等（周辺家屋影響調査を含む。）

を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣地区住民の理解及び安全を確保すること。 

・事前調査を十分に実施し、建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、適

切な対策を講じること。 

・近隣地区住民への説明会等において、施工方法及び施工計画を事前に周知すること。 

・工事時間（什器の稼働時間、搬出入時間帯）については、周辺住民に配慮した時間帯と

する。 

・近隣住民等からのクレーム・要望等に対して、迅速に判断し対処すること。 

・工事車両の通行について、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者等と

協議し、交通誘導員の配置、案内看板の設置、車両の洗浄、道路の清掃等、十分な配慮

を行うこと。 
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C 着工前業務に係る書類の提出 

事業者は、各契約毎の工事着工前において以下の書類を本市に提出して、承認を得ること。

なお、施工体制台帳１式及び総合施工計画書については、工事監理者に提出し、承認を得た後、

遅滞なく本市に提出すること。 

・着手届       １部 

・計画書       １部 

・現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付） １部 

・建設業退職金共済組合証紙購入状況等報告書  １部 

・施工体制台帳      １部 

・法定外労災保険証原本の写し    １部 

・総合施工計画書（実施工程表含む。）   ２部 

・上記全ての電子データを格納した ＣＤ-Ｒ等 １部 

 

④ 工事期間中業務 

A 建設工事 

各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って

本施設の建設工事を実施すること。事業者は、工事現場に工事記録を常備し、本市に対して、

以下の事項に留意すること。 

・工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎月報告するほか、本市から要請があった場

合は、施工の事前説明及び事後報告を行うこと。 

・本市と協議のうえ必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこと。なお検査・

試験項目及び日程については、事前に本市の承認を得ること。 

・本市は、事業者が行う工程会議に立会うことができるとともに、必要に応じて随時、工

事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。 

 

工事施工においては、来校者及び近隣地区住民に対し、以下の事項に留意すること。 

・学校運営中の施工となる現場では事故防止及び安全管理並びに施工時間に十分配慮した

工事を行うこと。特に児童の安全確保のため、警備員の配置や仮囲いも設置等、万全を

期すこと。 

・工事期間中における当該関係者及び近隣地区住民への安全対策については、万全を期す

こと。 

・工事を円滑に推進できるように必要な工事状況の説明及び調整を十分に行うこと。 

・現場での工事期間を最小限に抑え、近隣地区住民等への負担が軽減できるよう努めるこ

と。 

・工事期間中に本市の行う完了検査に合格し、引渡しまで済ませること。  

 

B 解体撤去工事 

・解体中は、建物周囲に防音シートを必ず設置し、騒音等十分に配慮した工事計画とする

こと。 

・施工に当たっては、近隣地区住民に対し工事の周知を徹底すること。また、騒音、振動

等、その他近隣周辺の安全に対しては十分に配慮して施工すること。特に学校運営中の施工

となる現場では事故防止及び安全管理並びに施工時間に十分配慮した工事を行うこと。 

・アスベスト含有が認められた施設の解体については、各法令等に従い、飛散防止対策を



53  

適切に実施すること。 

・廃ＰＣＢ等が認められた機器等については、電気事業法電気関係報告規則及びポリ塩化

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に従い、報告書の作成・届

出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設管理者に引き渡すこと。 

・施設内の既存什器等の処分も行うこと。 

・給水、電気等の埋設物については、本市各所管課と十分な協議を行うこと。 

 

C 工事期間中業務に係る書類の提出 

事業者は、工事期間中において以下の書類を、工事監理者に提出し、承認を得た後、遅滞な

く本市に提出すること。 

・材料承認願（主要資機材一覧表）   １部 

・工程表(月間工程表等)    ２部 

・工事報告書      ２部 

・施工図       １部 

・承諾願（残土処分計画書）    １部 

・承諾願（産業廃棄物処分計画書）   １部 

・承諾願（再資源利用（促進）計画書）    １部 

・承諾願（各施工計画書）      ２部 

・承諾願（生コン配合計画書）             １部 

・検査願（原寸検査）      １部 

・検査願（材料検査）      １部 

・検査願（立会検査）      １部 

・検査願（完成検査）     １部 

・報告書（各種試験結果報告書）   １部 

・報告書（各種出荷証明）    １部 

 

D その他 

工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとする。ただし、合理

的な理由がある場合この限りではない。 

 

⑤ 完成時業務 

完成検査及び完成確認は、整備対象施設について以下に掲げる「事業者による自主完成検査」

及び「本市の完成検査等」の規定に即して実施すること。ただし、これらの規定のうち該当す

る業務内容が無い部分については、適用しない。 

A 事業者による自主完成検査 

・事業者は、事業者の責任及び費用において、自主完成検査及び機器、器具の試運転等

（以下「試運転」という。）を実施すること。 

・試運転の実施については、それらの実施日の 14 日前までに、本市に書面で通知すること。

なお本市は試運転に立ち会うことができる。 

・事業者は、本市に対して、自主完成検査及び建築設備、一般備品等の試運転の結果を検

査済証その他の検査結果に関する書類の写しを添えて報告すること。 

・事業者は、前項の検査結果をそれぞれの基準に適合させる義務を負う。特に、ホルムア
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ルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることの確認は「学校環境衛生

の基準」の臨時環境衛生検査の規定に基づいて実施するものとする。 

 

B 本市の完成検査等 

・本市は、事業者による前項の自主完成検査及び建築設備、一般備品等の試運転の終了後、

当該施設等について、以下の方法により完成検査を実施する。 

・本市は、事業者及び工事監理者の立会いの下で、完成検査を実施するものとする。 

・完成検査は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。 

・事業者は、本市へ機器、器具等の取扱いに関する説明を前項の試運転とは別に実施する

こと。 

・本市の行う完成検査の結果、本市が是正を求めた場合は、事業者は速やかにその内容に

ついて是正すること。 

・本市による完成検査後、問題がない場合には、本市は事業者に対し、完成承諾の通知を

発行するものとする。 

 

C 完成時業務に係る書類の提出 

事業者は、本市による完成承認の通知発行に必要な以下の完成図書を提出すること。なお、

各施設の完成時に施設ごとに提出すること。また、これら図書について保管場所を学校施設内

に設定し、確保すること。 

・完成届       １部 

・完成写真                     １式 

・部分完成届（設計、建設、工事監理）        １部 

・工事記録写真（プリントアウト、電子データ） １部 

・完成図 

二つ折り製本（Ａ３ 縮小版）   ２部 

・鍵一覧表（鍵番号記入平面図含む。）  ２部 

・什器備品の配置・リスト    ２部 

・設備・什器備品等取扱説明書    ２部 

・什器備品カタログ     ２部 

・各施工計画書、各施工図    １部 

外観 ２～４ カット、建物内名称別各室にて 1 カット以上 

・要求水準書との整合性確認結果報告書  １部 

・報告書（マニフェスト写し A・D・E 票 ） １部 

・その他本市が指示する書類 

・上記のＣＡＤデータ及び ＰＤＦ データを含む全ての電子データを格納したＣＤ-Ｒ １部 

※ＣＡＤ データはＪＷ_ ＷＩＮ 形式とする。 

 
６. 工事監理業務  

(1) 業務の対象範囲 

事業者は、実施設計図書、本書、入札時の提案書類等に基づいて、本施設の工事監理業務

を行うこと。 
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(2) 業務期間 

「第 1 基本事項5.事業スケジュール（案）」を参照すること。 

 

(3) 業務の内容 
①  基本的な考え方 

「第 1 基本事項 ４.業務の概要 （5）対象業務表」に定める事業者が実施する業務は、事

業者の責任において実施すること。 

 

② 工事監理に関する業務 

A 工事監理方針の説明等 

      ・工事監理方針の説明 

・工事監理方法変更の場合の協議 

 

B 設計図書の内容の把握等 

 ・設計図書の内容の把握 

 ・質疑等の検討 

 

C 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

 ・施工図等の検討及び報告 

  検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事と 

の整合の確認等について、十分留意する。 

※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した

場合についても検討を行う。 

・工事材料、設備機器等の検討及び報告 

a 事業者は、設計図書の定めによる工事材料、設備機器等（当該材料、機器等に係る製造者

及び専門工事業者を含む。）及びそれらの見本に関し、事前に指示すべき内容を本市に報

告し、提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合してい

るかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を本市に報告する。  

b 事業者は、「a」の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められ 

 た品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、発注者に報告する。  

ｃ「b」の結果、工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提出した場合は、「ab」の

規定を準用する。 

 

D 対象工事と設計図書との照合及び確認 

   設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、提出され

る品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこととする。 

 

E 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 

 

F 業務報告書等の提出 

 

③ 工事監理に関するその他の業務 

A 工程表の検討及び報告 

 

B 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 

 

C 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 

・対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告 
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・工事請負契約に定められた指示、検査等 

・対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 

 

D 関係機関の検査の立会い等 

 

   E 関連工事の調整に関する業務 

対象工事が複数の工事に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場

合、必要に応じて調整を行うべき事項を検討し、その結果を本市等に報告する。 

F 施工計画等の特別の検討・助言に関する業務 

         現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その

妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を発注者等に報告する。 

 

      G 完成図の確認 

・設計図書の定めによる完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を本市

等に報告する。 

 

 

(4) 工事監理者 
(5)②に規定する管理技術者等の中から本市等が認める者を建築基準法第5条の4第4項に基づく

工事監理者とする。 

 

(5) 業務の実施 

①  適用基準等 

本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。事業者は業務の対象で 

ある施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければなら

ない。 

A  共通          

・ 官庁施設の基本的性能基準    （最新版） 

・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準   （最新版） 

・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準   （最新版） 

・ 官庁施設の環境保全性基準    （最新版） 

・ 官庁施設の防犯に関する基準    （最新版） 

・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 （最新版） 

・ 建築物解体工事共通仕様書    （最新版） 

・ 建築設計業務等電子納品要領    （最新版） 

※ 対象工事の設計図書（B及びCに示されたものを除く。） 

 

B 建築          

・ 建築工事設計図書作成基準     （最新版） 

・ 建築工事設計図書作成基準の資料    （最新版） 

・ 敷地調査共通仕様書        （最新版） 

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）   （最新版） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）   （最新版） 

・ 公共建築木造工事標準仕様書       （最新版） 

・ 建築設計基準         （最新版） 

・ 建築設計基準の資料        （最新版） 

・ 建築構造設計基準      （最新版） 

・ 建築構造設計基準の資料        （最新版） 
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・ 建築工事標準詳細図        （最新版） 

・ 構内舗装・排水設計基準        （最新版） 

・ 構内舗装・排水設計基準の資料       （最新版） 

 

C 設備          

・ 建築設備計画基準      （最新版） 

・ 建築設備設計基準      （最新版） 

・ 建築設備設計図書作成基準     （最新版） 

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）   （最新版） 

・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）   （最新版） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （最新版） 

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）   （最新版） 

・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）   （最新版） 

・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （最新版） 

・ 排水再利用・雨水利用設備計画基準       （最新版） 

・ 建築設備耐震設計・施工指針          （最新版） 

・ 建築設備設計計算書作成の手引         （最新版） 

・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン 

                     （最新版） 

②  管理技術者等の設置 

事業者は、業務の実施に当たっては、管理技術者等を適切に配置すること。詳細は本要項に

よる。 

 

③  提出書類等 

            A 提出書類 

       ・着手届             １部 

       ・業務計画書（Ａ４ファイル綴じ） １部（業務着手時） 

       ・業務報告書（Ａ４ファイル綴じ） １部（業務完了時に月報を整理したものを提出） 

 

      B その他 

       ・本市が指示する書類（本市との協議による） 

 
     ④  打合せ及び記録 

   A 本市等と事業者との打合せについては、次の時期に行う。 

       ・業務着手時 

  ・業務計画書に定める時期 

  ・本市等又は管理技術者が必要と認めた時 

・その他 

 

B 事業者は工事監理業務が適切に行われるよう、定期的かつ適切な時期に調整をとり、施工状

況について把握しなければならない。 

 

⑤  業務計画書 

  業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。 
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     A 業務一般事項 

       ・業務の目的 

・業務計画書の適用範囲 

・業務計画書の適用基準類 

  ・業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 

    業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方

法を明確にしたうえで、その内容を記載する。 

 

  B 業務工程計画 

   対象工事の実施工程との整合を図るため、対象工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ、

作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 

 

C 業務体制 

  ・受注者側の管理体制 

・業務運営計画 

事業者は、現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必

要事項）を記載する。 

      ・管理技術者等の経歴 

       

      D 業務方針 

      仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。事業者と

して特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。 

 

⑥  関係機関への手続き等 

建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査（建築主事等関係官署の検査）に必要な書類の

原案を作成し本市等に提出し、検査に立会う。 

 

⑦ 検査 

 A 業務完了届については、指定の書式に必要事項を記載する。 

 

B 業務報告書は、次の構成とする。 

  ・工事監理業務月報 

         ・打合せ議事録 


